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    午前10時00分   開議   

○委員長（大沢俊光君）  ただいまから本日の決算特

別委員会を開きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第１号 平成23年度久慈市一般会計歳入

歳出決算   

○委員長（大沢俊光君）  直ちに付託議案の審査に入

ります。 

 認定第１号を議題といたします。 

 歳出８款土木費、質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  153ページ、市営住宅の関係でござ

います。 

 萩ケ丘団地の住宅の蟻の被害の工事があったようで

すが、80戸あそこはあるんですが、そのうち62戸の工

事をやったというような内容ですけれども、これです

ね、具体的にシロアリなのか。シロアリ自体は日本に

はあまり存在しないけど、しかしまあ、木材等に卵が

入ってきてそれが幼虫になってくるってこともあるこ

とと考えますが、この萩ケ丘団地の住宅のこの防蟻工

事っていうんですかね、あるいは蟻というんですか、

ちょっと読み方はあれですが、この内容とその原因は

どこらにあったのか。そして、62戸っていうことです

から、相当の数なんですが、80分の62ですからパーセ

ントで言うと４分の３ですけれども。そういう状況に

なっているというふうに伺っていますが、その内容を

お聞かせください。 

○委員長（大沢俊光君）  櫛桁建築住宅課長。 

○建築住宅課長（櫛桁善一君）  萩ケ丘のシロアリ駆

除についてお答えいたしたいと思います。 
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 このシロアリ駆除については平成21年度からそうい

った被害があるということで、平成21年度から修繕費

等用いて修理してきております。昨年度は平成22年度

の繰越予算でございますが、残り平成22年度まで10戸

実施しておりまして、残りの70個を実施したいと思っ

てございました。しかしながら、どうしても小さいお

子さんがいるとか、そういった格好で地中への薬剤散

布、そういった部分でちょっとやめてくれないかと、

そういった要望もありまして、実際に実施したのが52

戸ということでございます。残りの、今残っている18

戸ですか、これにつきましては順次退去とかそういっ

た人が入れ替わったとき等にお願いして薬剤散布等を

してまいりたいと思ってございます。 

 この原因につきましては、明確にはちょっとあれな

んですが、湿気そういったもの等が原因しているので

はないかということで、地中への薬剤散布、そして床

材等が腐食していた場合にはそういったもの等を修理、

あと畳等、そういったものを修理してきたというとこ

ろでございます。 

 今後におきましても、住宅入居者の住環境をよくす

るために逐次対応してまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  シロアリの防除ということのようで

すけれども、原因の究明といいますか、具体的にもう

少し建材はどういうのを使っておるのか、あるいは国

内産材を使っているのか、あるいは輸入産材を使って

いるのかっていうこともあると思いますが、市営住宅

にはある意味では安くあげるために輸入材を使ってい

ることもあり得るかと思うんですけれども、そういっ

たことも原因なのか。原因が特定できないのかどうか

が一つ。 

 それから、この1,690万8,000円の金額っていうのは、

いわゆる防除っていうか、薬をまくっていうことだけ

にこの程度かかるのか。それとも、この55戸対応した

ということですが、床の交換とかも中に入っているの

か。残りあと25戸あるわけですけれども、その点は、

今後の対応はどうなっているのか。 

 いわゆる全部の住宅にも、あの80戸の中にもうそう

いう状況になっているっていうことで調査しているわ

け、認識して対応しているのかお聞かせください。 

○委員長（大沢俊光君）  櫛桁建築住宅課長。 

○建築住宅課長（櫛桁善一君）  原因につきましては

明確にはちょっと捉えてございませんので、今後引き

続き調査してまいりたいと思ってございます。 

 先ほど私が説明した薬剤散布等を実施した戸数でご

ざいますが、平成21年度から実施、修繕費等用いて実

施しているということで、平成21年度は２戸、平成22

年度に８戸、合計でこれまで10戸実施しております。

平成22年度の繰越予算で52戸を実施し、トータルで62

戸実施してございます。残りが現在18戸ということに

なりまして、それについては逐次対応してまいりたい

と考えてございます。 

 あと、経費につきましては、まず各戸を調査いたし

まして、それに基づきまして土中への注入ですね、薬

を注入するということで、あと特に大きな被害はない

ところについては床材等はそのままなんですが、床材

等にやっぱり腐食があるとか、シロアリによる被害が

あったとか、そういった部分については床材等の交換

等もしております。あと畳等についても状況を見なが

ら対応したということでございまして、それがトータ

ルで1,690万8,150円という内容になってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  ありがとうございました。 

 そこんところはいずれしっかり原因を追求してしっ

かりした対応をしていただきたいというふうに思いま

す。 

 それから、その道路改良等に関してですが、梅ヶ丘

団地の位置指定道路のことですが、もう一昨年になり

ますか、もう雨の関係でのり面が崩壊をして梅ヶ丘の

道路は私の道路なので市としては対応できないという

形で、ずっと依然として未開通のままの状況になって

おります。ご承知のとおり梅ヶ丘団地はいわゆる開発

行為という法律ができる前の住宅地開発で、既に市当

局はご存じなはずです。あそこにも市道が２本ありま

すが、大きいのは２本ありますけれども、あれも結局

開発者から市で寄附を受けて、その後に市道認定した

分もありますが、いわゆる枝線といわれる道路はほと

んどまだ位置指定道路で、しかもそれが地権者、開発

者のものになっている、のり面も含めてそうなんです

が。 

 そこで、ああいう住宅地についてこれまでも結局開

発行為では法律ができたのは当然優良な宅地をつくっ
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ていくっていうことが法律の基本にあるわけですが、

それがない以前の開発です。しかし、あのとおり住宅

が張りついて多くの方が住んでいると。その中でやっ

ぱり安全な住宅地を確保していく上で、やっぱり行政

として何らかの改善を求めるなり、地権者との交渉を

しながらしっかりやっていく姿じゃないかとこれまで

申し上げてきました。しかし、まあもう足かけ３年目

になるんですかね、依然として未開通のまま位置指定

道路が土砂が埋まったままにあります。 

 こういった状況について、やはり個人の会社、開発

でまだ個人のものだから云々じゃなくて、何としても

行政としてそういった状況を打開するための地権者と

の交渉とかそういった点での対応が必要かと思うんで

すが、これまでに開発者である、あそこは三河団地と

いいますけれど、三河さんに具体的にお話を進めてき

た経緯があるのかどうか。まったくそういった動きが

なかったのかどうかお聞かせください。 

○委員長（大沢俊光君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  ただいまの萩ケ丘団地の

位置指定道路の件についてお答えいたします。 

 まず、現在崩壊しておりますのり面につきましては、

上部、上の部分の宅地を押さえるための盛り土という

ふうに市では捉えております。従いまして、宅地を所

有する方が将来ともに所有して管理していくべき部分

だということで、そのことにつきましては地主さんの

ほうにもご説明申し上げご理解をいただき、所有権を

移転するための分筆登記等の事務を進めているという

ふうに伺っております。捉えております。 

 あと、位置指定道路を市で市道認定に向けて動いた

経緯があるかということでございますけれども、市道

認定につきましてはいずれ市道認定基準要綱というも

のがございまして、それにのっとった認定をこれまで

もしてきているわけでございますが、例えば現在この

位置指定道路が市道認定になっていない部分ていうの

は、基本的に市道認定要綱を満たしていない部分があ

るということで、その部分を満たしていただけるよう

に現在の管理者、地主さんのほうに交渉した経緯はご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  宅地を押さえるためにっていうふう

に言いますけれども、確かにのり面は崩壊しましたが、

宅地そのものはそのままにあるわけですよね。例えば、

そののり面を保護しなくても宅地が崩壊する状況に現

場を見るとない。従って、確かに大雨が降って擁壁を

してあったと。しかし、それが大雨によって崩壊した

という状況でありますので、そういった意味でいえば

大雨が降らなければのり面崩壊もなかったっていうこ

とがあるわけです。そういった意味では災害的にもの

を捉えることも私は必要だというふうに私は必要だと

いうふうに思うんですが、しかも、その道路が現時点

もそのままになっているよと。交渉の中で地主が、地

権者が市との話の中で地権者がみずからの費用で位置

指定道路の通れるようにしますっていうふうになって

いるんですか。そういうふうに合意になったんですか。

そういう話し合いまでいっているんですか。お聞かせ

ください。 

○委員長（大沢俊光君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  まず、先ほど答弁の中で

萩ケ丘団地というふうに申し上げましたのは梅ヶ丘団

地の間違いでございましたので訂正いたします。 

 あと、これまでに土砂撤去等について関係者の方々

と交渉した経緯があるのかというふうなご質問でござ

いましたが、基本的には現在道路が市で管理している

道路でないと。のり面についても市が管理する道路で

ないということで原因者が対処すべきものというふう

に捉えております。 

 ただ、周辺住民の方々もそれに伴って交通の不便を

きたしているっていうのは現実でございますので、そ

の辺を関係者の方々にできるだけ早くに対応していた

だきたいというお願いはしているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  いわゆる開発行為以前の久慈でいえ

ば結構大きい住宅開発地ですよね、あそこはね。そう

いった中で、市として、やはり優良な宅地にしていく

ために地権者との話し合いも、これまでしてきた経緯

はないんですよね。例えば位置指定道路についても、

確かに要件が整わなければ市道になりません。私もそ

れは承知しております。しかし、現時点、その用地を

久慈市に寄附しますと。寄附して市で管理してくださ

いといったときに、これまで、さっき言ったように大

きな道路については市道に、市道になりましたよね。

ところが、まだ枝線っていう、いわゆるあそこは急な
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坂がまっすぐあって、あとはこう東西に枝線が数本、

10本ぐらい走っているんですけれども、いわゆるその

寄附が地権者がされて、市で管理することになると将

来的にはその現状を見ながら当然市道化していくこと

は可能だっていうこととして捉えていいですね。今ま

でもそうだったけれども、寄附がされれば寄附行為を

市が受けてその後において管理していくっていうこと

については、可能なわけですね。お聞かせください。 

○委員長（大沢俊光君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  ただいまのご質問、開発

行為との比較でこれまでもこの場でも議論されてきた

わけですけれども、基本的に開発行為の道路は、開発

する以前から市の道路管理者のほうと協議をいただき

まして、例えば回転場とか舗装していただくとか排水

の処理を適切にしていただくとかという経過を経て市

が寄附をいただいて管理していくという、そういうス

タンスになってございます。 

 今回はそういう開発行為の制度がない前の開発だと

いう委員さんの趣旨のご質問だと思っておりますけれ

ども、そにつきましても、いずれ現在の市道認定の基

準要綱に合致する形での整備をしていただいた上で、

そういった寄付行為をしていただくと。それにそうい

う状態であれば市道認定をして、市がその後管理して

いくということはあり得ると思います。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  それはまあ、建前上そうだと思いま

す。しかし、これまでのいわゆる大きい道路について

も受けてもらって、市道認定になっております。それ

は側溝も従来の細いままですし、全く手をつけないま

まの道路を寄付行為で受けてもらって、市道認定にな

った経緯がありますので、そういった意味でいえば、

いまさら開発行為した地主に、もう十数年、30年も経

っている中でみずからの資金で市がいう指導に従って

やれる状況じゃないわけですよ。だから、そういった

ところについて、やはり行政としてやっぱり関わりあ

いながらやっていただきたいし、以前にも現在市道認

定になっているぶんについては寄付行為を受けてその

後市道認定をした経緯がありますので、その方法につ

いては踏襲していただきたいと思いますので、これま

でどおりやっていただきたいと思いますので、そこは

確認しておきます。よろしくお願いします。いかがで

すか。 

○委員長（大沢俊光君）  小上建設部長。 

○建設部長（小上一治君）  それでは、私のほうから

今の件についてお答えいたします。 

 まず、今この梅ヶ丘団地について大きい路線の部分

については市道認定になっているということでのお話

でありました。確かにこの大きい本道路につきまして

は幅員もそれなりに広うございますし、あと除雪等に

よっても回転場等もできていると。やはり市道認定要

件に当てはまっているというふうなこと等がございま

して、できるだけそういうふうなぶんについては市道

認定をしていきましょうということで対応していると

ころでございます。 

 今、話がありました枝線につきましては、課長のほ

うから答弁いたしているとおりでございまして、今の

ところ回転場等々がないという状況でございます。そ

ういった中で市道認定要件ができていないというふう

なことから、市道認定っていうか、そういう状態で市

のほうに寄附はできていないというふうな状態でござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  現場ちょっと知らないんじゃないで

すか。現場はね、西側のほうは確かに行きどまりがあ

ります。しかも、ただ、あそこは縦にもう一方ありま

すから。それから、東側のほうですね、水道事業所の

配水池に行く道路になります。あれも市道なんですよ。

だから、市道と市道との間に枝線がひとつあります、

何本か。これについて４メーターありますので、 低

４メーター確保した位置指定道路ですから４メーター

あります。そういった点ではいずれ可能な分から地権

者がそういった寄附行為を申し出てきた段階でやはり

対応できるっていうことですね、あそこは市道、両方

市道ですから、現在。そこをぜひ現場をきちっと見て

いただいて、すぐ対応できる分とできない分があろう

かと思いますけれども、そういうやっぱりぜひ調査を

しながら梅ヶ丘が良好な住宅地になるための、やっぱ

り行政としてのご努力も私は必要だというふうに思い

ますので、そういった点、現場をきちんと調査をしな

がらここは可能だとかですね、そういった点でのやっ

ぱりご指導をいただければありがたいのではないかと

いうふうに思うんですが、そういった対応はできませ
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んか。 

○委員長（大沢俊光君）  小上建設部長。 

○建設部長（小上一治君）  私、先ほどは市道の梅ヶ

丘の一般的な話を確かにしたわけでございます。今、

土砂がのり面崩壊している場所というのも現地確認を

してございます。それについては、今の、先ほどの答

弁ではちょっとずれがあったように思います。ただ、

ここについてもやはりそこの土地の所有者、その方の

管理というものが発生してくるものというふうに思っ

てございます。いずれこの件については数回にわたっ

てご質問いただいてございます。 

 同じ答弁になるかと思いますが、いずれそこら辺に

ついて今後検討はしていくことにはなりますが、非常

に難しいものと捉えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  151ページと、それから153ページ。 

 151ページの土木の公園費の需用費、この電気料等

ってあるんですが、どこどこの公園で何灯の電気料を

何灯分の電気料なのか。 

 それから、電灯のＬＥＤ化がどれぐらいなのかお尋

ねしたいと思います。 

 それから、153ページの８の６の15、先ほど出まし

た萩ケ丘団地の関係なんですが、大分年数が経ってで

すね、もうどれぐらい補修して使うか、新築するかっ

ていう、もうそんな段階にきているのかなって思うん

ですが、萩ケ丘のこの住宅の築年数とその戸数がどう

いうふうになっているのか。おわかりでしたら。 

 それからもう一つ。みなと団地の風呂釜の改修工事

ってあるんですが、これは多分３・11で津波なり地震

で被災したぶんだと思うんですが、住宅の箇所数がど

れぐらいだったのか。 

 それから、今回の震災で住宅で浸水したところ、浸

水区域内の市営住宅っていえば湊ぐらいだと思うんで

すが、今、安全安心な住宅用地の選定なんかでいろい

ろこう取り沙汰されているんですが、こういう関係、

浸水域の市営住宅等について震災以降に市営住宅の用

地の選定っていいますか、そういう部分等で見直しな

り指定っていいますか、そういうのの変更等がなされ

ているのかどうか、お尋ねしたいと思う。 

○委員長（大沢俊光君）  櫛桁建築住宅課長。 

○建築住宅課長（櫛桁善一君）  まず萩ケ丘住宅でご

ざいますが、萩ケ丘住宅は昭和41年から昭和44年にか

けて建設されております。築42年から45年ということ

になってございます。 

 これについては、将来的な建て替え計画等は持って

はございますが、まずは基本的にことしからなんです

けれども、外壁補修、屋根補修を実施したいと。とり

あえず建設までは長寿命化ということでどうにか防水

性、耐久性をしたいということで塗装等を実施したい

ということで今年度から調査に入って、設計調査に入

ってございます。 

 あと、湊等の東日本大震災に関わってなんですが、

その規制といいますか、そういった部分については現

在ちょっと資料といいますか、聞いてございません。 

 みなと団地の風呂釜戸数。ちょっと。 

○委員長（大沢俊光君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  今、公園費の需用費

の電気料についてご質問いただきました。この内容で

ございますけれども、都市公園９地区の電気料でござ

います。電灯等の数等をご質問ございましたけれども、

取りまとめておりませんので、ご了承願いたいと思い

ます。 

 あと、ＬＥＤ化ということでございましたが、今時

点では特に考えてはございません。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  櫛桁建築住宅課長。 

○建築住宅課長（櫛桁善一君）  申しわけございませ

ん。 

 みなと団地の風呂釜の改修でございますが、この工

事においてみなと団地については13戸の風呂釜、また

さいわい団地１戸、侍浜団地10戸それぞれ改修してご

ざいます。 

 あと、先ほど浸水区域の見直しっていうことについ

ては、県のほうから何もきてございませんし、そこは

若干の床上があったんですけれども、畳が若干ぬれた

という程度でございまして、その辺については修理し

ていくと。見直しについては考えていないところでご

ざいます。 

○委員長（大沢俊光君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  この公園の電気料の関係なんですが、

逐次ＬＥＤ化にしていけば、ずっと続く公園だと思う

んで、電気料が大分安くできるのかなって。計画的に

ＬＥＤ化していったほうがいいと思うんですけれども、
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今後の考え方についてお尋ねしたいです。 

○委員長（大沢俊光君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  ＬＥＤ化について再

度ご質問をいただきました。 

 いずれご提案いただきましたＬＥＤ化で費用対効果

等々を考えまして、今のご提言に沿ったような形で検

討していきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  桑田委員。 

○桑田鉄男委員  主要な施策の成果に関する説明書の

79ページです。 

 白前４号線ほかの防雪柵の測量設計。これを平成23

年度で実施をしたということなんですが、実は白前、

本波、北野ということで、これ北野の町内会で要望を

した。ただ、いわゆる優先順位等の関係かもしれませ

んが、北野がこの平成23年度の測量設計に入っていな

かったという話も聞くわけなんですが、この測量設計

をした箇所についてお尋ねをします。 

○委員長（大沢俊光君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  白前４号線の防雪柵の詳

細設計業務に関わってのご質問でございます。 

 この部分で設計したのは白前４号線とあとちょっと

路線名が出てきませんが白前寄りのほうのもう１カ所

の設計をしてございます。 

 ご質問の北野の部分、確かに吹きだまりが発生する

場所が２カ所ぐらいあることは承知してございます。

その部分についても今後詳細な調査をして、冬季間と

かそういった時期に詳細な調査をして計画検討をして

まいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  桑田委員。 

○桑田鉄男委員  地域の方々、さっきもお話をしたん

ですが、いずれこの白前、おそらく本波の市道のとこ

かと思うんですが、ここについて予定をされていると、

そういうふうにも聞いたったんですが、肝心のその要

望を出した北野の地区、町内会が入っていないという

ことで、さっきも話をしたんですが、ちょっとやっぱ

り片手落ちではないかなという話もございます。 

 そういうことで、できるだけ白前も本波もこれもパ

トロール等の際に吹きだまりが出るということで必要

だとは思うんですが、その肝心の要望を出した北野の

地区についてもご配慮をいただければと思います。 

 それから、さっきの公園の電気、電灯の話が出まし

た。ＬＥＤ化ということなんですが、ソーラーパネル

を使ったいわゆる照明をつけるということについては

検討されていないのかについてもお尋ねをします。 

○委員長（大沢俊光君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  防雪柵についての再度の

ご質問でございますが、白前４号線ほかを先行した理

由といたしましては、以前から市のほうで調査をして

いた箇所です。ほかに例えば侍浜地区ですと角柄地区

とかあるいは富原地区とかそういったものを市のほう

で調査し、ピックアップしていたわけでございますが、

それは社会資本整備総合交付金のほうで、国の交付金

のほうで実施することになっておりますけれども、そ

ういった計画に乗せていたということで、こちらが先

行になったものでございます。その時期とちょうどた

またま北野地区からの要望、防雪柵ほか道路なんかの

道路整備、側溝整備の要望もいただきましたけれども、

それとちょうど重なって、地元のほうでは要望したの

に別の箇所が実施されるというふうなことで、市のほ

うでも、私のほうでも伺っておりますが、いずれ先ほ

ど答弁申し上げたとおり、今冬等の冬の状況を調査し

ながら計画に盛り込むように努めてまいりたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  公園等にソーラーパ

ネル化ということでございますが、いずれも公園につ

きましてもですが、避難場所として指定されていると

ころもございます。そういう意味でも避難誘導灯を兼

ねたような形でソーラーパネル化も必要だと考えてお

りますので、今後検討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  今の話を聞いていて、私はすごく

憤慨しているんですが、火葬場今建設しておりますよ

ね。この火葬場をつくる際に、承諾する際に北野の部

落では防雪柵の今のこれを条件に出しているんですよ。

どういうことですか、これは。 

 私は部落から同じ、この北野町内から出ている議員

としてこれは黙っていられませんよ。どういうことで

すか、これは。これは火葬場を建設するときの北野町

内会の条件ですよ。承諾条件です。私は北野部落の副
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会長です。はっきりと記憶しております。これはどう

いうことですか。 

○委員長（大沢俊光君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  ただいまの防雪柵の件で

ございますが、ちょっと説明不足で大変失礼いたしま

したけれども、今回先行させていただいた箇所という

のはそういった交付金の計画書に乗せて進めてきてや

っと今現在実施に至ったということでございます。 

 今後、今、委員さんのご質問になられた箇所につい

ても調査をした上で計画に乗せて交付金で実施してい

くという、そういった段取り、事務がございますので

そういった意味での答弁のつもりでございました。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  まったくやらないということでは

ない、これから計画に乗せていくということでござい

ますが、せっかくこれが桑田さんのほうから話が出ま

したので、ではいつごろまでに建設をしたいという、

前向きな回答をいただきたいなと、そのように思いま

す。 

○委員長（大沢俊光君）  小上建設部長。 

○建設部長（小上一治君）  今の防雪柵の件について

お答えいたします。 

 私も市政懇談会と申しますか、にも行ってまいりま

して、そのときにもこの要望を受けてございます。今、

課長のほうからも話したように、いずれ今あそこの地

区に４基設定してございます。そのうち順番的に今、

課長から答弁したようなことで進めると。今、この事

業に乗るために一応計画書をつくらなければならいと

いうことで、それについていずれ早急に調査を実施し、

この事業が継続している間にまた着工していきたい、

このように思ってございます。いずれ、そう時間はか

かんないとは思いますが、ただ、来年とか再来年とか

全部終わるというふうな今状況ではないというふうに

思ってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  153ページ、生活再建住宅支援事業

補助金の内容について、まずお聞かせ願います。 

○委員長（大沢俊光君）  櫛桁建築住宅課長。 

○建築住宅課長（櫛桁善一君）  生活再建住宅支援事

業の内容でございますが、この事業については平成23

年度の３月補正で予算化いたしまして、平成24年度と

いいますか年度変わりまで期間がなかったという部分

もございまして、申請が利子補給から、住宅補修、宅

地復旧項目等あるわけですが、出たのが宅地復旧の３

件のみでございました。 

 これにつきましては、先ほどいった時間的なものも

ありましたし、あと遡及適用になると。平成23年度中

でなくても平成24年度、平成25年度に申請できると。

そういった部分もある程度の要因があったのかなとい

うふうに捉えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  一般質問の答弁で再建に着手をした

震災者が再建に着手したのは総計で22件というふうに

一般質問答弁で承ったわけですが、この22件はいわゆ

る防災高台移転、あるいは漁集高台移転ではない自主

的な再建だと思うわけですが、その点をまずお聞かせ

願いたい。 

○委員長（大沢俊光君）  櫛桁建築住宅課長。 

○建築住宅課長（櫛桁善一君）  住宅再建といいます

か、支援ですね。今、実際に私のほうで捉えているの

はこの生活再建支援事業について申し込みのあったも

のについて捉えてございます。その中で新築補助、い

わゆるバリアフリーとか県産材そういった申請があっ

たものが10件でございます。それ以外のものについて

は申請がなかったこと等もあるかもしれません。その

戸数についてちょっと現在捉えてございませんので、

申しわけございませんが。 

○委員長（大沢俊光君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  私がね、今、聞いているのがね、今

のこの198万3,000円の予算でなくて、もっと大きな意

味で被災者が再建をしたということに関わって社会福

祉の制度を310万円での制度を使ったのが19件あった

よと。それ以外のを含めて22件ですよという話があっ

たから。それで、私は６月議会でしたか、臨時議会で

したか湊の移転計画の土地の買収議案が出たわけです

けれども、いわゆる今日住宅再建をしている方々は高

台移転計画外の土地に建てているのかどうかをまず確

認したい。 

○委員長（大沢俊光君）  砂子部長。 

○健康福祉部長（砂子勇君）  一般質問でご説明いた

しました22件というのは、これは自主再建の部分でご



－54－ 

ざいまして、これは高台移転とは別なものでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  それで、私は今、そのことを確認を

したかったんです。つまり、高台移転を進めているん

だけれども、当局の努力によって勧めているんだけれ

ども、しかしそれでは時間的なこともありながら、何

とか自分で自主再建をしているという方が今の答弁だ

と22件あるというふうなことであります。その22件に

対して市の支援制度はどういう形で作動しているかと

いうのをまずお聞かせ願いたい。 

 もっと詰めて、じゃあ、私はいいましょう。詰めて

いいます。日報の９月１日の新聞です。自主移転の住

宅再建支援というのが大きく紙面に載りました。それ

は陸前高田市であります。この中でいわゆる高台移転

の造成のほうに行けなくて、もう既に自主再建してい

る人も含めて、これでいうと水道整備費に200万円、

あるいは道路整備費等造成費用等に300万円というふ

うな上限を設けての整備、市の独自支援で被災者の住

宅再建を後押しするという内容がございます。これに

ついては例えば釜石市は自力再建へ 大100万円を支

給する、あるいは大船渡市は自力再建で被災者向けの

敷地造成に30万円、水道工事に200万円を上限に補助

する制度も設けている。 

 久慈市はこれについて、こういった独自制度を考え

ているのかどうかをお聞かせ願いたい。 

○委員長（大沢俊光君）  大湊復興推進担当部長。 

○復興推進担当部長（大湊清信君）  被災者に対する

支援につきましては、これまで制度がありましたので、

それぞれその制度を活用した支援をするというのが大

前提でございます。例えば、新築もしくは購入した場

合には200万円の追加の支援がありますよと。それか

ら、今回の100万円の追加支援もありますというのは

県のほうの制度、あるいは国のほうの制度で対応して

いるというところでございますし、あと集団移転の関

係になりますと、被災地の購入を独自にしますという

ふうなことも打ち出しておりますし、あと住宅再建し

た場合の金融機関からの融資を受けた場合、６年目か

ら10年目までの５年間分についての利子補給を独自に

市とすれば対応しますというふうなことを一般質問の

際にもご説明したつもりでございましたが、改めてそ

ういう支援策を講じているというところでございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  今の答弁は国の災害救助法あるいは

県との嵩上げの100万円、70万円県が、４分の３でし

たか、市が４分の１と。あるいは利子の補給という話

はこれまでも聞いている話でありまして、それについ

てはもう既に私も了解しています。 

 私が今聞いているのは、こういった他市で被災者の

後押しをする制度を独自でやっているんだと。そうい

うことについて久慈市は検討しているかっていうのを

聞いているん。答弁をお願いします。 

○委員長（大沢俊光君）  大湊復興推進担当部長。 

○復興推進担当部長（大湊清信君）  市独自といたし

ましては集団移転にかかる方々に対する被災地の買い

あげについては独自で行いますという考えを示してお

りますし、６年目から10年目までの利子補給を一括し

て補助しますと。そういう制度は独自で行っていると

いうところでございまして、それ以上のところは今現

在考えていないところでございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  陸前高田を例にとればこのボリュー

ム、被災者の被災住宅のボリュームっていうのは相当

なもんです。そういった意味ではこの人数も膨大であ

りますし、この予算額もかなりであります。それに比

べまして若干この被災住宅数とかそういった部分につ

いては被災者は皆同じなんですよ、被災している人は

皆同じなんだけれども、ボリューム、市がいわば後押

しする制度に要する財源を考えたときに、陸高、大船

渡など釜石市、新聞ではこう書いていますけれども、

そういった後押しをしている、独自で。それで、久慈

市はいずれ考えないと。考える予定があるのか、そこ

ら辺をひとつ、これまで議会出ていないわけだからま

ったく、要するに制度としは提案に立てないと、議会

提案に立てないけれども、今、国の制度、県の制度

等々を加味しながら今進めていると。しかし、こうい

った新聞報道を見ますとね、被災者は思うんです。久

慈市民であって残念だったなと。逆に言えばですね。

やっぱりこういった後押し制度、独自の後押し制度を

考えるべきじゃないかと思うわけですが、再度お願い

します。 
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○委員長（大沢俊光君）  大湊復興推進担当部長。 

○復興推進担当部長（大湊清信君）  被災された方々

については本当に県南のほうであれ、私ども久慈市民

であれ、同じ被災者ということで、尊い命なり財産な

りを失ったという点では同じだという委員のおっしゃ

るところは十分にそのとおりだというふうに考えると

ころがございます。 

 ただ、市といたしましても、ご支援申し上げたい部

分もあるんですが、なかなかそれを裏付ける財源等に

ついても、例えば県のほうから基金として自由裁量で

任された部分については３億7,000万円ほどしかござ

いません。これは基金に積んでおりまして、こられを

活用した被災地の買い上げとか、そういう利子補給と

かというところで活用していきたい。できれば、そう

いう広く一般の方々の利用についても、利用というか

その汎用性っていうんですか、そういうところでも目

を開きながら、視点を置きながら対応していかなけれ

ばいけないという部分もございますし、なかなかに十

分というまではいけないと思いますが、そういう支援

についてはある程度の制約があるということでご理解

をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  財源がなかなか厳しいという話であ

ります。他市も同じだろうと思うんです。その中で財

源をいろいろ工夫しながらまさに後押しをしていると

思います。そういった意味で部長のこの答弁というの

はなかなかに一方、後押ししようとする意識が私には

伝わってこない。そこのところが残念であるというこ

とを申し上げて、いいです。 

○委員長（大沢俊光君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  ただいま、大湊部長から心境

を交えた説明がありました。このことはご理解いただ

けないことはむしろ残念であります。 

 先ほど申し上げた基金３億余を申し上げたんですが、

陸前高田等々においては桁が違うと。その中で陸前高

田等はなし得ることをやっている。久慈市においても

やり得ることはやるということにおいては全く違いが

ないわけであります。 

 例えば、今、陸前高田等々が措置しているような措

置を久慈市において行えということになれば、他のさ

まざまな事業、これを圧縮せざるを得ない。道路整備

ひとつをとっても、防雪柵ひとつとっても、それらを

圧縮してここに向ける。そういったことの中で我々は

大とり得ることを選択し、実践しようとしているわ

けであります。決して被災者の方々をないがしろに捉

えているということではない。このことはぜひご理解

をいただきたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  質疑。澤里委員。 

○澤里富雄委員  １点だけお伺いしたいと思います。 

 人夫賃金に関わってでございますけれども、これは

災害対応雇用、あるいは緊急雇用創出事業等々でこの

さまざまな雇用をしているわけですけれども、この人

夫賃金、一般職についてはあれだと思うんですけれど

も、女性の雇用があるのかどうか。というのは人夫賃

金に関わる女性の雇用、一般職については女性もある

と思うんですけれども。 

 と言いますのは、震災後ですけれども、いろんな水

産加工場等が被災されて、その女性の方々が仕事がな

くなるという、その心配をしている方が多くあったわ

けですけれども、その中でこういったのに女性の雇用

の実態があったのかどうか、お伺いをいたします。 

○委員長（大沢俊光君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  臨時職員につきましては、

私どもの総務のほうで一括して集計しておりますけれ

ども、日々雇用といいますか、一日の人夫賃金、これ

については各課等でその場その場で雇用する場合も多

ございますので、ちょっとそこまでについての集計は

とっておりませんので、ご了承願いたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 少々おまちください。 

 ９款消防費、質疑を許します。泉川委員。 

○泉川博明委員  158ページなんですけれど、消防費。

この避難誘導照明設置工事とありますが、設置箇所が

十分とは思わないわけでございます。今後におかれま

しての設置計画の有無についてひとつお聞かせくださ

い。 

○委員長（大沢俊光君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  泉川委員さんのほうから

避難照明の箇所数が少ないのではないかというご質問

でございます。 

 いずれ、この１年、２年につきましてはいろんな交

付金等を使いまして単年度を大体３カ所をめどに設置

してきたものでございます。ただ、今回大震災を受け
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まして避難誘導灯の要望っていいますか、町内会非常

に多ございます。それで、私ども、今、考えています

のが、いわゆる復興工事、復興事業この中において、

例えば道路整備とかいろんな避難路のそれらに絡めて

何とか国のほうに認めてもらえないかなと。そういう

ふうに内々にいろいろと交渉はしているところです。

いずれ今年度、来年度等復興期間においてはその復興

事業に絡めて何とか１基でも多くやっていきたいなと

思っております。要望箇所はかなり出ております。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  今、泉川委員のほうから避難誘導灯

設置工事の関係で質問がなされたんですが、私、避難

路と誘導灯について一般質問で質問させていただいた

際の回答が、後ろが急峻な山なために道路のままに避

難するほうがいいというような旨の回答だったんです

よ。 

 基本的なことでお尋ねしたいんですが、基本的に避

難の場合大川小学校のような考え方で避難する避難誘

導灯なり道路をつくるっていう考えなのか、それとも

気仙中学校のように道路がなくてもその高いところに、

より高いところに逃げなければならないという考え方

で避難誘導灯なり避難路をつくるという考えなのかお

聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  先の一般質問の際には各

漁港、特に白前から横沼からいろいろまあ私も全部地

形を覚えていますけれども、それらについて市役所内

部、農林水産の水産に限らず各部集まって協議いたし

ております。それで、1カ所ずつ漁港についての避難

路、これについてはどうしらいいのかっていうのは、

私ら消防も一緒になって話しをしているんですけれど

も、例えば白前等についてもどうしたらいいのかとか、

桑畑漁協についてもどうしたらいいのか、いろんな

ルートは考えました。それで、単純に一番いいのはっ

ていうか、ベストは全部きちんと高い道路をつくりゃ

あいいんでしょうけれども、そうもいかないので、い

わゆる例えばはしごとか、先ほど例に出されましたよ

うな階段避難路とかそのような話もあるわけですけれ

ども、これについて結論としてはまだ出しておりませ

ん。 

 いずれいろんなものを模索しながらやっていきたい

なと思っています。いずれそれに伴いまして、先ほど

泉川委員のほうからおっしゃられて誘導灯が必要にな

るのか、例えば小袖とか久喜とかいろんな急峻なとこ

ろもあるわけですけれども、それについてもどのよう

な線形やら階段がいいのか。また、本当にどのように

やったらいいのか、いろいろ考えている 中です。い

ずれにしろ、これらは国のほうに協議いたしまして、

認められればそれでいく、それなければ何とか工夫を

重ねて軽易な階段でも何とかそういうふうなんでも考

えていきたいと、そのように考えている 中です。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  現況について参考までにお話したい

んですが、私、今回の震災のあとに津波の浸水、漁港

の差路っていいますか、船着場の浸水域からその道路

のまま脱出するとすれば、どれぐらいで脱出できるの

かなっていうことで、浸水域を測定いたしました。そ

ういたしますと、差路から桑畑も白前も160数メー

ター上っていいますか、道路のままいかないと浸水域

から脱出できないということがわかったんですよ。と

ころが急峻な斜面ですけれども途中にもし階段でもつ

くれば、もう15メーターとか20メーターのところから、

10メーターとか15メーターの高さに脱出できるってい

う地形であります。 

 ぜひ、そういう現場を精査して前向きにこの検討を

されるようにこれからも検証を続けていただきたいと

いうふうに思います。 

○委員長（大沢俊光君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  繰り返しの答弁になるか

もしれませんが、桑畑なんかも重々分かっています。

それで、私もそこを歩きました。あそこも昔からの話

であそこの家が前回の津波でここまできたよと、そう

いうふうな話に何回も伺っています。そこまでは家が

ない。そういうふうなことで、それから漁港まで行っ

た際に現実の使い方、桑畑でも今回につきましては悲

しい事故もあったわけですけれども、そういうふうな

際にどうしてもあの辺の方の財産として船、これらを

どうしても船を引き上げたい、船を出したい、そうい

うふうな場合に何を使うかっていえば、あの辺の近く

の方が行く場合に歩いていくのか、それとも車で行く

のか。そういうふうなことも考えています。そうした

際には、例えば桑畑の場合はあそこに柵がある駐車場
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まで、あそこまで歩いて上がっていくのか、それとも

車を使ったほうがいいのか、そういうふうに考えてい

ったときに、あそこの場合を、例えば車で行っている

はずやから車でまず走ったほうが速いだろうと、そう

いうふうなことも考えましたが、ただ、市長のほうか

らは、例えば釣り人、観光客、その辺も考えなきゃい

けないと。そのようなことでいろんな要因で考えてい

ます。その際では費用対効果は余りしゃべる気はない

んですけれども、いずれどれが一番有効かと。そうい

うなのを考えて策を考えていきたいと、そのように考

えているところです。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  消防ではいろんな備品を管理してい

るわけですけれども、特にエンジン付ポンプも確かあ

るはずなんですが、去年、借用して使おうと思ったら

全くエンジンがかからなくて使えなかったという苦情

が届いております。こういったエンジン付ポンプ、貸

し出し用ですね、何台あって、メンテナンスがどのよ

うにされているのか。やはり、いざ鎌倉っていうとき

に使えないとなると、全然役に立たないということに

なってそういう状況になりますが、例えば２カ月に１

回エンジンをかけるとか、１カ月に１回かけるとかっ

ていう形での整備が日常的になされているのか、その

辺をお聞かせください。 

○委員長（大沢俊光君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  小型ポンプにつき

ましては10台ほど今ございます。災害のときにエンジ

ンがかからなかったということで、その後修理はして

今は万全に使えるような状態となっております。 

 そのエンジンの数カ月に１回かけて点検したらどう

かということですが、これにつきましては非常時にち

ゃんと稼動できるように点検等進めていきたいという

ふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  当時ガソリンエンジンだといいんで

すけれど、混合だといわゆるキャブレターにガソリン

が残ったまま長期っていうと、かからなくなるわけで

すよ。したがって、その担当者がどなたかわかりませ

んけれども、きちんとやっぱり長期的に置く時にはキ

ャブレターからきちんと抜くっていう作動までやって

おいておくということが、私は特にガソリン関係の、

あるいは混合油エンジンの日常的なメンテナンスが必

要というふうに思いますので、その辺の点検をぜひで

きるような形で指導していただきたいんですが、お聞

かせください。 

○委員長（大沢俊光君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  ご指摘のとおり万

全を期してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、10款教育費、質疑を許します。砂川委員。 

○砂川利男委員  文化財保護保管についてお伺いをい

たします。 

 かねて歴史マップのお願いをしてことに鑑み、文化

財の指定マップ等が完成をされて各戸に配布になった

ようなんですが、大変このことに関しては感謝を申し

上げたいと思います。 

 そこで、その文化財のマップについては大変立派な

ものが出来上がったというふうに感謝しているわけな

んですが、それ以外のこの史跡とかそういった歴史的

なものに関する標柱ぐらい立ってもらわなかったら、

いろんなのを調べておっても誰もわからないではない

かということで、山形村と久慈市が合併の間際に旧山

形村のほうでは９本だか10本ぐらい村内の各伝説なり

何なりのところに標柱を立てていただいた経緯がある

わけですが、しかしながら標柱はあるんだけれども、

説明板がまったくないという状況においては、この地

域の過去の先人の営み、あるいはその功績というもの

を後世に伝えるなり、知ろうとするなりしたときにな

かなかわかりづらいんではないかなという意味から申

し上げれば、その文化財を守る立場から選定の基準は

いろいろあろうかと思うんですが、そういったところ

にも簡単なわかりやすい説明版を、私はぜひつけてい

ただきたいと思いますが、その考え方についてお伺い

いたします。 

○委員長（大沢俊光君）  千葉社会文化課文化財室長。 

○社会文化課文化財室長（千葉啓蔵君）  ただいま文

化財の説明版に関しましてご質問をいただきました。 

 現在久慈市にございます指定文化財64件ございます

けれども、そのうち説明板を35カ所、標柱はおよそ60

カ所に設置してございます。 

 今、砂川委員からお話がございました、指定文化財
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以外のさまざまな史跡、それに対する標柱だけではな

く説明板の設置ということでございますけれども、教

育委員会では毎年３カ所ずつ文化財に説明板を設置し

てございますので、今後そういった指定文化財も含め

た指定以外の文化財もみながら、その説明板の設置を

進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  大変前向きに取り組んでいただいて

いるということに対しては感謝を申し上げたいと思い

ます。 

 先ごろ、ぐれっと！やまがた街道祭というのが非常

に人気がいいようなんですが、やはりこれと同じ意味

を私は持つと思うんですね、この久慈市内全域を史跡、

そういうもののマップをつくっていただいて、それを

持ちながら郷土の歴史に触れる。そういったものに思

いをはせるというものの繰り返しをすることが、私は

この地域起こしの中に欠くことができないもののひと

つに言ってもいいのでないかなというふうに思うんで

すね。 

 そういった意味に対するこの力の入れ方というもの

を、継続して持続していただいていかないと、私はそ

この地域の中に息の長い活動というものの原点がそこ

にあるんだろうというふうに思うんですよ。それをわ

かりやすく、全国民が感ずるものでいったとするなら

ば、私は西国88カ所霊場めぐりとか、あるいはこの33

観音めぐりとか、こういうもんだと思うんですね。こ

れは権威があるからめぐるんですよ。権威を民間の人

間がつくりだすには相当な時間が要ると思うんですが、

くしくもこの行政がおこなうものには、私はすべて権

威でもって行えるようなものだというふうに、私は理

解しているんですが、そういった意味からすれば、ぜ

ひこういうものを考えていただかなきゃならないとい

うふうに思うんですよね。 

 そういう意味で、例えば33観音で申し上げるとする

ならば、65代花山天皇という方が寛和２年、986年今

から1,224年前に和歌山県の那智山に出家をされた。

そこに円成寺っていうお寺を建てて３年間こもられて

いた。それで今後毎年巡礼あるべしとの指示を被った

と。これがこの西国33観音めぐりの始まりとされてい

るんです。これに倣って全国に霊場めぐりというもの

があって、当地方においては糠部33観音とかあるいは

津軽33観音とか、あるいは盛岡のほうでも八戸の市内

でもいろいろある。 

 そういうものに力を入れていくことが多種多様なと

ころに評判にもなったり、生活の糧にもなったりする

という意味からすれば、私は決してこれは軽いもので

はないという意味に思いますので、ぜひこの文化財指

定マップのほかにも看板をふやしていくようにお願い

したいと思います。 

 それとあわせて、私はこの久慈城の再建に向けた環

境整備というものがなされていくように大きな追い風

になっていくというふうに思えてならないんですね。 

 そういったときによそから久慈市に来たとき久慈城

があるそうだ、久慈城はどこにあるのかなと思って行

ったときになかなか道案内の標識も足りない、あるい

はそれを分かっていってみたところがお世辞にもここ

が久慈城なのかといいがたい状況だと私は理解するん

ですけれども、これを少なからずもうちょっとやっぱ

り見栄えのするような形にしていくためには今申し上

げたような取り組みが直接関係はないにしても、大き

な影響になると思うんですが、その考え方に対してど

のような感想をお持ちかお聞きしたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  ただいまの砂川委員のご質

問にお答え申し上げたいと思いますが、いつも砂川委

員からはさまざまなこの歴史的な背景、そういったと

ころにたけたところのお話をいただきまして、大変あ

りがとうございます。 

 いわゆる砂川委員おっしゃるように文化財は地域の

核になるものだというふうなお説、それはそのとおり

だというふうに思っています。地域の魅力を増大させ

ながら市民活動の向上につながるといったところも、

そのとおりだというふうに私も思うわけでございます。 

 まず、久慈城についての件については議会のたびご

とにと申しますか、お話をいただいておるわけでござ

いまして、予算的な面、あるいは地権者との関係等々、

さまざまな面からなかなか砂川委員もまた私も思うよ

うにはなっていないのが現状でございますが、これに

ついてはさらに今後も引き続いて整備のための基本的

な構想等をまとめ上げながら進めていく必要性がある

んだろうというふうに思っているわけであります。 

 市民に親しまれる、いわゆるこの史跡のお話がござ

いました。その使命というのは、やはりしっかりと果



－59－ 

たしていかなければならんというふうにも思うわけで

ありますが、しっかりと保存し、後世に伝えていく。

そしてそれが観光資源としてさらにその活用の幅が広

がっていくことによって地域づくり、これが果たされ

ていくんだろうというふうに私も思っております。 

 そのときにこれまでも限られた予算の中で市のほう

では文化財の保護、史跡の保護そういった部分に予算

を支出していただいてきております。そういった中で

さらに予算効率と申しますか、効率を高めるような工

夫等をしながら着実にこの今思ってお話したこの内容

を成し遂げてまいりたいというふうに、今後も相当の

努力をしてまいりたいというふうなことでございます

から、どうぞご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  大変前向きなお考え方をいただきま

して、ありがとうございます。 

 そういう環境整備がなされていれば、私はたまたま

今回の例えば、「あまちゃん」ロケに関しても久慈市

の中の郷土の歴史というものを何なりと少なからず盛

り込んでもらえる状況にあると思うんですが、なかな

かそういうような方向にいったようには聞こえてこな

いんですが、これは時間的にまあ無理だなというふう

に思うんですが、そういった意味で、久慈城を私は再

建に向けた環境整備というのは絶対になくてはならな

いというふうに思って、そういう意味で一般質問の中

でも申し上げたんですが、例えば京都の例では京都府

知事、あるいはほかの市長さんが、４市長さんも取り

組んでＮＨＫ大河ドラマを要望活動しているのは細川

幽斎が5,000の兵をもって西軍一万5,000を釘付けにし

て関が原の戦い勝利に導いたというものを、我々のほ

うからすればなかなかなじみが薄いような部分である

んだけれども、こういう小さいなところを京都府の知

事が先頭に立って４市の市長が先頭に立って、総動員

でこのＮＨＫ大河ドラマを展開しているんですよ。 

 そういったような形にぜひ、私はこの久慈城の再建

に向けても「天を衝く」ＮＨＫ大河ドラマ化に向けた

行動力を久慈が示していかなければ意味がない。よそ

の地域がやっていただいたとなれば、おそらく久慈な

んかかすってもくれないと思うんですよ。そういう意

味で私は今この日本列島の住む人々はどんな小さなこ

とでも東北に協力してあげたい、協力しようという顔

が向いていると私は理解しているんです。ですから、

今をおいてほかにない。私はチャンスの時期だと思う

んですね。そういう意味の申し上げるのを具体化して

いくためには法律に基づく地域における歴史的風致の

維持及び向上に関する法律を活用すべきだということ

も、前にも今回も申し上げたわけなんですが、これを

活用しようとしたときにはどういう条件が必要になり

ますか。 

○委員長（大沢俊光君）  砂川委員、ひとつ決算書の

あれがこう、関連付けて話をしていただければ、質問

していただければと。お願いします。 

 千葉社会文化課文化財室長。 

○社会文化課文化財室長（千葉啓蔵君）  ただいまご

質問をいただきました地域における歴史的風致の維持

及び向上に関する法律、いわゆる歴史まちづくり法と

呼ばれている法律がございます。これは文化財と指定

されている建造物が中心になりますけれども、それを

中心として歴史的な風致を維持しようとする趣旨の法

律でございますけれども、基本的には国指定の史跡あ

るいは建造物、例えば国指定のお城とかそういったも

のを中心とした歴史的景観を形成するまちづくりを進

めましょうという内容になってございます。 

 ですから、例えば国指定の史跡となりますと近いと

ころでは八戸市の根城跡、こちらが国指定の史跡指定

されておりまして、それを核としたまちづくりとかで

すね、例えばそういったことが可能になるかと思いま

すけれども、いずれ基本的には既存の建造物が残って

いるということが大きな要因になると。しかもその建

造物が国の指定を受けていなければいけないといった

内容になってございますので、今回、この久慈城を中

心としたまちづくりとなりますと、まずは建造物自体

がまず当然残っておりませんし、その指定のランクも

現在のところ久慈市の指定の史跡であるということで

すので、前提としては文化財保護法による国の指定を

受けた史跡を中心とするいった趣旨の法律でございま

すので、久慈城に関してちょっと非常に現段階では非

常に難しい、その歴史まちづくり法を活用した事業と

してはちょっと困難な状況にあるというふうに認識し

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  予算に関連付けた形が、前段が長く
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なりまして大変恐縮でございますが、簡潔に申し上げ

たいと思います。 

 話せば長くなるから省略して申し上げますが、根城

の場合は守るべき建物は、私が見ればないんですよ。

要するに根城の跡地を環境整備をするために公有地の

買い取り、こういったものにお金が28億2,000万円ほ

ど国と県でいただいて整備をしているんです。そうい

ったものにつなげていく計画をつくってあげれば、隣

ではいただいたわけですよ。 

 ですから、同じことを要求していくためには文化財

保護のところでそういう思案をまとめていただいて、

ぜひ取り組んでいただけなければ予算の成立につなが

っていかないという意味で少々長くなりましたが、ご

理解をいただきたいと思います。 

 今、文化財室長さんがおっしゃたことは権威を与え

る立場の人の話だと私は思うんですよ。久慈市内にお

けるすべてのものに関しては当局の皆様方は権威を与

える立場だと私は思うんですよ。ところが、久慈市が

県とか国に何らかの要望を上げてお金をもらう、何ら

かのものを獲得していくんだという立場になると権威

を与えられる立場になるんですよ。お金をもらう、何

かをしてもらう。与えられる立場に。一歩引き下がっ

た弱い立場になると私は理解するんです。そういう意

味からすれば、今お答えをいただいたような考え方は

必要はないと思うんですよ。 

 久慈市にとって都合のいい考え方を盛り込んだ原案

をつくって上げてやって権威を与えるほうの立場で今

のような答弁が返ってきたときに、違う対処の仕方を

考えることを繰り返していかなければ、国から早々簡

単に認めてもらったり、お金をもらえないと私は思い

ますので、そこのところをよくお考えいただいて進め

ていただくようお願いいたし、もう一回感想をお願い

します。 

○委員長（大沢俊光君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  ただいまの質問に対しての

課長からの答弁、そして今の砂川委員の改めての質問

がございましたが、その辺ちょっと整理させていただ

きますが、先ほどのご質問は歴史まちづくり法という

法律、この要件は何だというふうなご質問だったと思

いますが、これについてはこれまで議会でも市長のほ

うからも答弁をしてきておりますけれども、史跡なり

何なりに基づいたまちなみ等がなければいけないとい

うふうな条件がございます。 

 今、砂川委員のおっしゃった、是川に関しての補助

については、これは別なものでございまして、史跡等

保存管理計画等策定費国庫補助といったものでござい

ます。これについては、この補助金の趣旨と申します

と、文化財保護法の規定に基づいた文化財、これらに

ついて整備していくときには国庫補助を出しますとい

うことなんです。そうなってくると、どういったもの

が該当するかというところの法律上は歴史上、学術上

価値が高いものであること。それがいわゆる国庫指定

のものになってくるわけであります。それを文化審議

会に指定を諮問して国指定の文化財となってくるわけ

であります。それらの整備をしていくための、簡単に

いいますと補助金というふうなことになりますので、

そこはご理解いただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  それではせっかく久慈城の話題が

出ていますんで、その主要な施策の説明という資料か

ら41ページ、郷土文化の伝承と振興というところでは、

こういう文化財のいろいろな事業っていうのは久慈市

でも行われているわけでございます。ただいま砂川委

員さんのほうから久慈城についてお話があって、そろ

そろ久慈城については皆さんこの話題はいいのかなっ

ていうなところだったんですが、実はいろいろな視点

からこういうものは検証されていかなければならない

んじゃないかというふうに思いまして、今の当局の答

弁からいくと、いわゆる県の指定とか国の指定そうい

うものではなくて、久慈城の跡地、そういうものは非

常にそういう意味ではランクが低いものだというよう

な考えを持っておるようでございますけれども、そも

そもこの久慈城跡の位置づけ、そういうものについて

は、これは文化財っていうふうに位置づけるのか、あ

るいは史跡的なものとして位置づけるのか、あるいは

久慈にとっての歴史財産として位置づけるものなのか、

基本的に教育委員会はどのように考えているのか、ま

ずお伺いをしたいというふうに思います。 

○委員長（大沢俊光君）  千葉社会文化課文化財室長。 

○社会文化課文化財室長（千葉啓蔵君）  久慈城跡の

文化財的な位置づけというご質問でございましたが、

これは基本的には城館跡ということになりまして、埋

蔵文化財包蔵地という扱いになります。いわゆる遺跡
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として取り扱ってございます。 

 この遺跡埋蔵文化財につきましては現在市内に610

カ所ほど確認されておりまして、そのうち城館跡は29

カ所、この市内にございます。そのうちの一つが久慈

城ということになります。が、しかしこの久慈城に関

しましては久慈備前守が居城したという歴史的な事実

というか、歴史的な城主がいたということがはっきり

されておりますので、そういった意味で非常に史跡の

残存状況の非常に良好であることから、大変貴重な遺

跡であるということで久慈市の史跡に指定している経

緯がございます。 

 ですから、この久慈城につきましては基本的には埋

蔵文化財包蔵地遺跡、そしてその中でも特に貴重な遺

跡であるということで久慈城跡を久慈市の史跡として

指定しているといった位置づけになっております。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  今、久慈城は埋蔵文化財だと。そ

ういう遺跡であるというような見解だということなん

ですが、私は今のその久慈城の城主がおったというそ

ういう歴史認識からいえば、これはそういう遺産とか

そういうものっていうよりも歴史財産として考えるべ

きではないのかなというふうに思うわけです。 

 例えば、遺跡とはいいながら、あそこには久慈城跡

っていうはっきり現物があるわけですよね、建物はな

いけれども現物が残っているわけですので、私はむし

ろそういう遺跡、そういう埋蔵文化財っていうふうな

認識よりは、歴史財産としてやはり考えたほうがいい

のではないかなというふうに思っております。 

 過日、山口議員さんが一般質問をなされました。そ

の中で具体的にこの久慈城跡について、いわゆる借り

て、久慈城跡を借りるというような形で考えたらどう

なのかというような質問があったわけでございますが、

それに対する当局の答弁というのは、実はこの借りて

っていうことに関してはたった２行なんですね。土地

を借り上げて整備することにつきましては、現在のと

ころ考えていないところであります。簡単にこれだけ

の答弁で終わってしまったわけでございますが、具体

的に提案をして、土地を借りてやったらどうだってい

う質問に対する答弁としては甚だ不親切な答弁だろう

というふうに私は思っております。 

 従いまして、そういうふうに具体的な提案に対して

整備する考えがないと。全くないというような短い答

弁ではなくて、そういう答弁に至った背景っていうも

のを、現実の背景っていうものはどういうものがある

のか、その点についてご説明を願いたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  先般の一般質問でお答え

いたしましたのは、当然教育委員会として借り上げに

ついても検討した結果のお答えでございまして、まず

私どもは第一に土地は買収してそこを整備したいとい

う考えでございまして、まあ借り上げという方法もあ

るわけですが、そういたしますと借り上げた土地を整

備するということになりますと非常に不安定な状況が

生まれるということでございまして、現在は買収に向

けて努力を進めたいということでございます。これま

でも地権者と、前の質問でも答えましたとおり交渉し

ているわけでございまして、一歩一歩近づきたいと、

その買収について価格の面でも、あるいは境界がまだ

はっきりしていないところのそこら辺の整理もしなき

ゃありませんので、少しずつでも進めてまいりたいと

いうことでございまして、いずれ教育委員会としては

久慈城を買収して整備したいという方向付けは変わっ

ていないところでございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  わかりました。具体的な質問に対

してはやはりそこまで、一般質問ですから答弁をして

いただければありがたいなというふうに思うんですが、

その点についてはわかりました。わかりましたけれど

も、必ずしも納得したというわけではございませんの

で。 

 ９月20日でございましたか、慈光寺で久慈備前守直

治の法要があったわけでございます。参加者が100名

ぐらいあったというふうに聞いております。私もその

案内をいただきましたけれども都合がございまして出

席できませんでした。その講演会とかそのあとのいろ

いろな会談の中でいわゆる久慈備前守ふるさとへ帰る

っていうような感じの、今、栗原町の九戸神社に眠っ

ているわけでございますが、そういうところから遺骨、

まあ骨があるかどうかはわかりませんけれども、いわ

ゆる土でもその神社の土を持ってきて城主をふるさと

に帰そういうような、そういうような話題でも盛り上

がったというようなことを聞いております。 
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 私は実際にそれが、いわゆるそういう企画が起きた

として、それを実際に実施する前にやはり久慈のこの

いろいろな当時の歴史からいえばもっともっと整理さ

れなければならないことがあるんではないかなという

ふうに思っております。多くの久慈市史を見ましても

多くの矛盾もあるわけでございまして、なかなかに解

決できない矛盾もそこにあると。ひとつここは整理を

して考えなければならない。例えば、お祭りで久慈備

前太鼓っていうのがあるんですが、久慈備前太鼓の縁

起っていうんですか、そういうものの中に書かれてい

るような説もあれば、あるいは久慈市史に書かれてい

るような説もある、あるいは別の久慈の中の摂待久慈、

そちらのほうの資料もある。あるいはいろいろな説に

ついては津軽の説もあったり、あるいは南部の説もあ

る。非常に複雑なわけですが、私はせめて久慈の中の

出来事でございますので、久慈の中のいろいろな矛盾

とか疑問とかそういうものがやはり統一された形で解

決をされて初めてそういう、備前守ふるさとへ帰ると

いうような企画ってものが実際に立てられていかなけ

ればならないものだというふうに思っております。 

 そういうことを考えますと、非常に今現在久慈城に

関するいろいろな久慈史に関する不足している点、不

足しているものは何かっていったときに、大勢の市民

の皆さんが関心を持っているわけでございますけれど

も、実際には久慈城を買うんだ、買いたいんだ、そう

いう次元でばかり話が進んでいるんですけれども、私

は市民の間にもっとこういう機運を高めていくために

はもっともっとこの久慈市のその時期の歴史というも

の、そういうものの講演会を非常に数多く開くとか、

あるいは久慈城の跡地の含めたミニチュアをつくって

公民館にでも設置をして、こういう形のいわゆる天守

閣のあるお城ではなかったけれども、居館といわれる

ようなそういう館なわけでございますけれども、こう

いう形のものがあったんだよっていったようなミニチ

ュアでもつくって、そうしながら市民全体がこの久慈

の歴史について勉強をしながら機運を盛り上げていく

と。 

 そういうふうなことが必要だというふうに思うんで

すが、そういうことに対してはいかがでしょうか。ミ

ニチュアをつくってそういうものをやはり市民の皆さ

んのふれあいの場に展示をして理解を深めていくって

いうような考え方についてはどうかと。 

○委員長（大沢俊光君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  お答えいたしますが、先ほ

ども申し上げましたが、市の限られた予算の中で教育

に関わる予算相当多く割いていただいているという、

私は認識を持っていますし、しかもこの文化財の保護

についても同じように相当努力をして予算措置をして

いただいているというふうに私は認識をしております。 

 そういった中で、今の久慈城跡地の整備等も行われ

てきたというふうに認識をしているわけでございまし

て、これについてはご承知のことかと思うんですけれ

ども、昭和48年に久慈史では史跡に指定をしたわけで

ございます。その後平成３年に発掘調査をしてまいり

ました。その後に久慈城跡、久慈城を買い取るんじゃ

なくて、久慈城跡地を買収しながら、さらに発掘調査

を進め史実を明らかにした中でさまざまな展開を図る

ことができるだろうというふうな目的の元で進めてま

いったわけですが、なかなか地権者等との合意に至っ

てこなかったという事実があるわけでございます。 

 先ほど次長からも答弁いたしましたように、現時点

でも借り上げて発掘調査等をしていくという考え方で

はなくて、やはりそこは地権者等々と交渉をしながら

終的には買取をしてさらにこの発掘調査を進めてい

き、そしてまだ明らかになっていない部分を明らかに

していく。その上でそれを地域の活性化につながるよ

うな事業の展開っていうのが図られていくようなもの

になっていくんだろうというふうに思うわけです。現

時点ではそういったところで思うように私からしまし

ても進んでいる状況とは決して言えません。しかし、

私はそのための努力っていうのはやはり鋭意している

っていうふうに私自身は自分よがりですが思っており

ます。これからも少しずつかもしれません、今、髙屋

敷委員が言われたようなそういったところもしっかり

と踏まえながら今後もこれは歴史的な資料として貴重

なものでございますから、そういった意味合いを持っ

て今後も大事にしてまいりたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  具体的にミニチュアの話はでなか

ったんですが、いわゆるこの久慈城跡の用地を基本的

に買収していくんだと。そのために現状はなかなか前

に進まないけれども頑張っていくというような答弁で

ございますので、私はその点については本当に頑張っ
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ていただきたいなと。賛同をするものでございます。 

 後に、歴史財産の活用と教育委員会あるいは社会

文化課の使命っていうことについて、これについて一

言お伺いをしたいんですが、実はここに去年の10月１

日に久慈の歯科医師さんが出版した本があります。こ

れは、南部氏、津軽氏の系図のクエスチョンアンドダ

ッシュというような、そういう本なんですけれども、

この方は日本の家系図の協会の会員でもございます。

大変熱心にいろいろな家系を研究なされている方でも

ございます。この方がこの南部と津軽の系図について

新しく本を出されたわけでございますが、この中のい

わゆる 後の終わりに、いわゆる終わりに、 後に一

言私は申し上げたいっていうようなことが書いてある。

ちょっと、短くまとめて読んでみます。「男たちはみ

ずからの領地を守るために家臣と手を携え、ときに隣

地の両氏に同盟し山野を駆けめぐり敵と刀を交えて傷

を被り、落命もしたであろう。女たちはその家族を守

り慈しみながら、四季の風を感じ、太陽や月や星や神

仏に祈りをささげ、またそのときどきの旬の産物を食

し笑いあったであろうと。この男たち、女たちこそが

郷土の名族であり、郷土の歴史そのものであると。そ

して、彼ら彼女らの生き方が現在の私たちと本質的に

何ら変わりがないことに気づかされるであろうと。は

るか昔に同じ土地に暮らしていた先輩がとても身近に

感じられると。ここに気がつけば郷土史というものに

手が届きやすくなるのではないだろうか。」非常に含

蓄の深い文章を書いておられるわけでございます。 

 これは単に久慈城を復活させるとか、そういう類い

の話ではなくて、いわゆる久慈城を復活させる、そう

いうものと一緒にやはり必要なのはそこに暮らしてい

た農民、漁民の皆様方とそういう方々と、その暮らし

と実態とその暮らしの知恵とそういうものが一緒に語

り継がれなければ、決してこの久慈城のロマンってい

うものはなかなか中身の濃いものにはならないだろう。

そういう意味では社会文化課、教育委員会社会文化課

の大きな使命としては、そういうものに触れ合う機会

というものを、やはり市民の皆さん方に提供していか

なきゃならないんじゃないかと。そういう使命という

ものをやはり持っているんじゃないかと、私は思うわ

けでございますが、これについて一言ご答弁をお願い

を申し上げたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  ただいまのご質問にお答え

申し上げますけれども、今、委員のおっしゃったこと

はそのとおりだというふうに私も思います。 

 これまでも、これは大川目公民館でもこの久慈備前

守直治公に関わる、あるいは久慈城に関わるこの歴史

を知るといったことで、まずふるさとの子どもたちに

それを学んでもらおうという事業を取り組んでまいり

ました。そのほかにご承知のとおり大川目まつりまち

づくり協議会、ここでは秋祭りで山車の題材としてこ

の久慈城とか備前守を題材にしたものをつくってきた

んですけれども、そういったこともこれからも進めて

いくとともに、今、委員がおっしゃられたように時期

をみながら市民の方々にこの久慈城、久慈城跡地、あ

るいは久慈備前守、これらについてのこの理解が深ま

るようなそういった事業の展開というのも必要だろう

というふうに思ってございますので、それについては

鋭意努力してまいりたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  それでは何点かにわたって質問をし

たいと思いますが、まず161ページ、学校施設整備基

金積立金についてですが、これは今年度から始まった

わけで、この積立金を積み立てていくということは、

当然その整備計画というのが策定されていなければな

らないと思うんですが、その策定状況についてお伺い

したいと思います。 

 それから、167ページ、委託料の部分ですが無線Ｌ

ＡＮアクセスポイント移設ということですが、学校で

体育館でパソコンを使えないと。アクセスポイントが

ないということでそういうことも前にあって、それら

がすべて解消をされたのかどうか、現状についてお伺

いをしたいと思います。 

 それから、使用料ＯＡ機器の借上げ料小学校費で二

千百数十万円てなっていますし、中学校で6,100万円

ほどになっているわけですが、これはいわゆるパソコ

ン等のリース料で５年間ではないのかなと。毎年この

くらいという金額になろうかと思うんですが、買取り

を買い取って保守点検を行った場合の金額とこのリー

スの場合の金額でさまざま検討をしてこういう結果に

なったかとは思うんですが、その検討をしたのであれ

ば、その検討状況を簡潔な形でよろしいですが、お伺

いしたいと思います。 
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 それから同じページの物件移転補償金、22節になり

ますが、これの内容について。 

 それから 後は185ページ、野球場に基本調査委託

料のことですが、この委託の内容を何箇所、あるいは

その結果についてお伺いします。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  米澤総務学事課長。 

○総務学事課長（米澤喜三君）  何点かご質問いただ

きました。 

 まず 初の学校施設整備基金の関係でございますけ

れども、当該基金につきましては旧枝成沢小学校の統

合に伴いまして、本来であれば国に補助金を納付すべ

きところでございますけれども、財産処分の緩和等が

ございまして、ここを有償で貸付をするということで、

その処分に当たりましては将来の学校施設の整備、あ

るいは増築等に、要するに充てる経費として積み立て

をするということで積み立てをしたものでございます。 

 それで、将来の策定計画といいますか、学校施設整

備計画があるのかということでございますけれども、

教育委員会では昨年12月に内部の計画でございますけ

れども、計画を策定してございます。 

 続きまして、学校校内の無線ＬＡＮのご質問でござ

いましたけれども、昨年度の決算の際にご質問いただ

きました。その後、11月に各学校にアンケート調査を

行ってございます。実際体育館でパソコンを利用する

というふうなお声もございましたけれども、総体的に

は体育の授業等で使うものがあるということで、結論

的にいうと体育館にアクセスポイントを設けるまでに

は至らないというふうなことに教育委員会として考え

たところでございました。 

 それから、使用料、パソコン学校のパソコンのリー

スとそれから借り上げの関係でございますけれども、

こちらにつきましては日々技術革新といいますか、パ

ソコン等も機能向上等もしておりますので、買取をす

るよりはこのリースのほうが適しているというふうな

考え方でリースとしているものでございます。 

 それから、物件の移転補償関係でございますけれど

も、こちらにつきましては、久慈小学校の改築工事に

伴ってのものでございまして、配水管の移設とそれか

ら消火栓の移設で合計325万5,000円というふうな内容

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  古屋敷社会体育課長。 

○社会体育課長（古屋敷重勝君）  野球場建設基本調

査委託料の内容についてご説明をいたします。 

 まず、この640万円の内容でございますが、これは

平成22年の10月12日に840万円で発注したものでござ

います。これについては３月11日の大震災があったこ

とにより繰り越しをして成果品を求めた内容となって

おります。 

 お尋ねの内容でございますが、まず候補地を６カ所

抽出いたしております。そして、その６カ所につきま

しての内容でございますが、まず土地条件、地理及び

気象条件、周辺状況、法規制、そして工事関連事業費

というものについての調査を委託いたしました。そし

て、野球場の規模についてもその内容についてを確定

させるようにお願いいたしました。野球場に敷地にあ

っては外周の管理通路を含め２万2,000平米を確保す

ることとか、あるいは照明照度、そういうもの、スコ

アボードはバックスクリーンと一体型とするというよ

うな内容について委託をしたものでございます。 

 成果品でございますが、事業費それから野球場、ス

タンドレイアウト等の概算の事業費、それから概略が

でております。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  それでは、無線ＬＡＮのアクセスポ

イントの分についてですが、私が聞いたところなんか

では、体育の授業よりは行事等、例えば学習発表会と

か文化祭等で行事の発表等で子供たちが発表するとき

に使いたいというのでなかなか思うように使えなかっ

たということでのそういう話もありました。 

 今いる先生方、あるいはその調査時点では特別必要

性を感じなかったというふうに報告してあっても、先

生方が入れ替わり、子供たちも当然変わってくるわけ

で、そしてその必要になったとき、やっぱり使えない

状態というのは避けなければならないと思うんですが、

その必要があったときすぐ対応をしていただける状態

に、状況にあるのかどうか。そこの部分についてお伺

いします。 

○委員長（大沢俊光君）  米澤総務学事課長。 

○総務学事課長（米澤喜三君）  校内ＬＡＮの関係で

ございますけれども、先ほどの説明に加えてお話をし

ますけれども、調査結果では体育館でパソコンを使用
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する機会がない学校、これは１校のみでした。ほとん

どが体育館で利用することがあるということでござい

ますけれども、体育の授業での実技の映像の提示、そ

れから集会、学校行事等でのプレゼンの道具として使

っていると。使用頻度ですけれども、年数回程度の学

校が多いというふうに結果等はなっていました。それ

から学校名を言ってあれですけれども、久慈小、長内

小では教職員の人数も多いことがありまして、年30回

から50回使用しているということで、まあ、全体でみ

れば週１回程度というふうな形に、分析をしますとそ

ういうふうなことになっておりました。 

 それで、現在移動式のといいますか、スクリーン等

も 新型のものができておりますので、それらを活用

して必要な部分についてはパソコンで映像を流すって

いいますか、そういうふうな方法で使用できればなと

いうふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  時間がないので手短にお伺いします。 

 先ほどの久慈城整備についてですが、実は大川目町

では非常に 近機運が高まっておりますし、ぜひ整備

すべきというような声が大きくなっているように感じ

ております。また、大川目町ではミニチュア等をつく

って公民館に展示したというようなことも記憶にあり

ますが、そういうことで髙屋敷委員の言いましたよう

に、久慈市全域にもこれが機運を広めていき、盛り上

がるべきだというような考えであります。 

 そこで、具体的にお伺いしますが、決算では少し探

させないでおりますが、貸借契約はそもそもないのか

どうか、土地についての。ないとするのであれば、幾

らかの謝礼等を手当てしているのかどうかをお伺いし

たいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  千葉社会文化課文化財室長。 

○社会文化課文化財室長（千葉啓蔵君）  久慈城に関

しまして貸借契約はしておりません。それと、地権者

との謝礼金、これもお支払いはしておりません。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  その場合に場所を見学したいという

場合の誓約等があるのかどうか、自由に入れるかどう

かお伺いしたいと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  千葉社会文化課文化財室長。 

○社会文化課文化財室長（千葉啓蔵君）  一般の方の

見学に関しましたは地権者から了解を得て一般の方は

入っていただいて構わないとないということで了解を

得ております。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  そこで、今後買収をしたいというよ

うなことの考えなわけですし、整備構想も立てたいな

というようなことで非常にいいなと思っておりますが、

当時この買収交渉をした場合の具体的内容、金額、面

積等についてお伺いできればと思います。 

○委員長（大沢俊光君）  千葉社会文化課文化財室長。 

○社会文化課文化財室長（千葉啓蔵君）  まず久慈城

の買収面積についてでございますけれども、このお城

の範囲が全体で7,000平米ほどございますけれども、

そのうちのほぼ中心部にございます４万2,000平米が

教育委員会で交渉している地権者を含めた土地癩癩 

     〔発言する者あり〕 

○社会文化課文化財室長（千葉啓蔵君）  すみません、

失礼いたしました。 

 面積でございますけれども、久慈城全体の面積がお

よそ７万平米。そのうちお城の主体部分になります中

心部を所有されておりますのが現在交渉をしている地

権者でございまして４万2,000平米ほどになってござ

います。 

 これに関しましては、これまで教育委員会で買収の

交渉をしてきた経緯がございますけれども、その買収

金額につきましては差し控えさせていただきたいと思

います。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  一般会計の教育費、一番 後の大き

な款だというふうなことでご質問申し上げますが、ま

ず 初に、一般会計全体に平成23年度会計であります

けれども、この３・11を受けて本当に職員の皆さん不

眠不休で頑張ってこられたということがこの決算書に

は随所にあらわれていると思います。そういった意味

では心から感謝を申し上げたいと思うわけでございま

す。 

 そういった中で、今、教育委員会の文化財保護の関

わりについてやり取りしておるわけですけれども、私

も一般質問でもお話しました。教育委員会には財源が
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ない。財源があるのは市長部局である。市長部局のほ

うから 終的には予算配置配分をしていただくという

流れになっています。今もこの買収のお話を長年して

おり、平成23年度においても粘り強く回してきただろ

うと。しかし、このときにですね、基本的にはこの買

収が決まったとすればね、決まったときに速やかに財

政支出ができる環境なのかどうかは市財政当局と話し

合っておられるのか、まずお聞かせ願いたい。 

○委員長（大沢俊光君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  具体的な金額を明示しての

交渉は現在のところ行ってございません。従いまして、

具体的に財政当局との協議もまだでございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  私は教育委員会においてはこの買収

問題、あるいは野球場の問題等いろいろと財源確保に

苦慮する大きな事業を予定されておる。そういう中に

あって一般質問の話をしました。石原都知事の尖閣諸

島の寄附金の問題もあります。これは教育委員会とし

てそういう寄附を募ることができるのか。あるいは久

慈市が窓口になる、そういった場合ですよ、それを例

えば今言っている久慈城、あるいは野球場に関して。

私は土木ですか、一般協同なんかで非常に市道の整備、

市単独ではなかなかに整備できないけれども市民と一

緒になってやるということで随分市道の整備が進んだ

なと思っております。 

 そういった意味で共同事業は、私は大きな市民とと

もに歩む成果が出ていると思うわけであります。そう

いった意味ではこの寄附も市民とともに歩むという意

味において、私は寄附するとまずいんですけれども、

議員という立場ではまずいんですが、しかし、市に広

くこういった事業、市民が必要としている事業、そう

いったことの地ならしも私は求めることができるんで

はないのかという観点がありますので、ぜひこれらに

ついては、答弁は要りません、検討に検討を重ねなが

ら市民とともにこの野球場であれ、久慈城であれ、久

慈市が限られた予算で、さっきも復興の話になって財

源確保で云々かんぬんであちこち事業がどうのこうの

っていう話がありました。しかし、私は復興第一を掲

げながら、しかし一方でいろんな事業がある。そうい

ったときに財源確保で市財政だけが苦しむんじゃなく

て、一緒に市民とともにやっていこうじゃないかとい

う気が私は必要だと思います。これから特にもですね。 

 そういった意味で、これについては答弁は要りませ

んけれども、十分に財政当局と話をしながらいい方法

を財源確保に向けて努力しながら、この久慈城の買収

に向けても、あるいは野球場の建設についても速やか

に事業ができますことを祈っております。 

 そこで、もう一つだけですけれども、人間ていうの

はとかく過ち、ミスをしたり、あるいは勘違いしたり、

ここには文化財保護の観点からこの久慈文化財マップ

が配布されました。私はこれは大きな成果だと思って

これを眺めならがいいのをつくってくれたなと思って

います。しかし、この中に70番、地図上は70番三崎牧、

地図上は71番北野牧っていうのがあるんです。しかし、

一覧表を見ると70番が北野牧で71番が三崎牧だと。こ

ういうミスがね、あるんです。人間がやっていること

だから。 

 だから、私はぜひ当局の皆さんに言いたいのはつっ

ぱるなと。粛々と謙虚にミスがあるということを想定

しながらミスがあったら謝ればいい。そして、ともに

頑張ればいい。そういった意味でこの直しを指摘なが

ら、私の質問とさせていただきます。ありがとうござ

いました。 

○委員長（大沢俊光君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  まず 初に、文化財マップ

の件で印刷ミスと申しますか、そのミスがございまし

た。これについては早急に訂正していただきたいと思

います。大変ありがとうございます。 

 それから寄附についてでございますが、詳しくはさ

らに調査を進めなければいけないんですが、調べてみ

なきゃいけないんですが、一般寄附っていうのは当然

あるわけでございますが、そういった範疇の中で先ほ

どのようなことが可能かどうかといったことについて

は今後研究してみたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  端的にお聞かせ願います。 

 学校施設の耐震化問題。今の改築中の久慈小学校を

除いて本体部分については久慈市の場合は100％とい

うふうに承知しています。しかし、外壁とか天井とか

そういう部分についても耐震化が必要な学校は、小学

校、中学校それぞれに何校あるのか、まずお聞かせく

ださい。いわゆる、非構造部材の耐震化問題ですね。 
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○委員長（大沢俊光君）  米澤総務学事課長。 

○総務学事課長（米澤喜三君）  耐震化の関係でご質

問をいただきました。 

 補強工事につきましては100％ということで、今現

在改築中の久慈小学校を除きますと100％ということ

でございます。今、お話のございました、非構造部材

の関係につきましては、本年度文科省のほうからこの

耐震化を急ぐようにというふうな文書をいただいてお

りますので、今後各学校におきましての非構造部材の

耐震化について、計画的に進めるというふうな計画に

ついて内部で検討をしてまいりたいというふうに、今

現在考えているところでございます。 

 いずれ文科省のほうから、つい 近でございますけ

れども、その非構造部材の耐震化について加速をする

ようにというふうな文書をいただいているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  そうすると、この非構造部材の耐

震化については、これから調査をして対応するという

ことになりますか。それが１点ですね。 

 特にそうすると、この防災機能強化事業ですか、自

治体の負担が実質13.3％ということでメニューとすれ

ば非常に魅力のある事業だと思うんですね。そういう

点では急いで対応するということが大事だと思うので、

その点もあわせてお聞かせ願いますが、同時に構造関

連で長内小学校の窓ガラス、これは強化ガラスじゃな

くて、いわゆる普通のガラスでなってないですか。そ

うすると普通のガラスだとね、ちょっとしたものがぶ

つかっただけでもすぐに壊れて危険も伴うということ

が考えられるんですが、それへの状況はどうなってい

るのかと、対応についてお聞かせください。 

 ほんじゃあ、もう一つ。 後に、次、学校給食で放

射能検査をおやりになっているということですが、そ

の検査状況と国の基準だと100ミリシーベルトですか、

市の教育委員会としてやっているのは100ミリを基準

に以下であればいいとしているのか。それとも50とか

って設定をどこに置いているのか、お聞かせください。 

○委員長（大沢俊光君）  佐々木学校給食センター所

長。 

○学校給食センター所長（佐々木成人君）  検査につ

いてのご質問でございました。 

 機器につきましては、県の単独補助をもらいまして、

現在久慈と山形地区の学校給食センターの２カ所で行

ってございます。その結果についてはホームページ等

でお知らせしているわけでございますが、７月２日か

ら行ってございます。全部下限値以下、ＮＤという部

分でございます。ＮＤというのは機械の下限値でござ

いまして、それ以下の数値になってございます。今の

ところ10ベクレル以下でございます。10ベクレルとい

うわけじゃなくてゼロから10という範囲の部分、機械

の部分でございますので、よろしくお願いします。 

 それから、今の場合は学校給食の提供前、給食の部

分で行ってございます。それには基準値がありますけ

れど、それはどうなんだという部分でございますが、

２分の１、50ベクレルであれば25ベクレルを一応基準

に考えてございます。それ以上の場合は精密検査、県

のほうにお願いする形になると思いますけれども、そ

ういう方向で動いてございます。 

 以上で終わります。 

○委員長（大沢俊光君）  米澤総務学事課長。 

○総務学事課長（米澤喜三君）  まず、非構造部材の

耐震化の関係につきましては、調査の上進めていくと

いうふうなことになります。 

 それから、長内小のガラスの件でございますけれど

も、長内小につきましては、昭和48年の建築でござい

ます。ご指摘のガラスの件ですけれども、強化ガラス

ではないというふうなことで、スポーツ少年団活動等

でホームランのボールが校舎の職員室等の部分に当た

って壊れるということも何回かございました。 

 そのように強化ガラスにはなっていないというとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  今の長内小の問題だけ。強化ガラ

スではないと。そうすると、スポ少もあれでしょうが、

子供たちの日常生活においても危険度が大きいと思う

んですが、やっぱりこれについては今おっしゃられた、

機能強化事業の活用もあるでしょうが、何らかの形で

早急な対応が必要ではないでしょうか。いかがでしょ

う。 

○委員長（大沢俊光君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  長内小の窓ガラスの件でご

ざいますが、学校管理をしておる学校長等々からその
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状況等を聞きながら安全に万全にしてまいりたいとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  12時を経過しますが、１点だけお伺

いします。 

 この167ページの要保護及び準要保護の援助費に関

わってですが、これまで学用品や入学準備金、給食費、

医療費などが補助されてきたわけですけれども、2010

年度から新たにクラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費

の３項目が支給項目に加わったというふうに伺ってい

ますが、久慈市では実施しているのかどうか、端的に

お聞きします。 

○委員長（大沢俊光君）  米澤総務学事課長。 

○総務学事課長（米澤喜三君）  ただいまのご質問で

ございますけれども、その３項目につきましては現在

のところ実施していないところでございます。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  これは全国生活と健康を守る会連合

会が調査したわけですが、既に実施している自治体は

12.1％、検討中のが24.2％、実施が困難といっている

自治体は63.7％となっております。これ自体2005年度

から就学援助金の補助金がひとつ大幅に削減されてい

ること、それから準要保護者はいわゆる用途を限定し

ていない交付税交付金からなったことで、非常に財源

が、その部分が圧縮されているっていうことがいわれ

ております。 

 そこで、久慈市とすればこの３項目の実施について、

いつの時点から実施をしようとしているのかお聞かせ

ください。 

○委員長（大沢俊光君）  米澤総務学事課長。 

○総務学事課長（米澤喜三君）  実施につきましては、

いつごろからというお話でございますけれども、他市

の動向もございます。また、クラブ活動生とかＰＴＡ、

それぞれ各学校によってもこの額が違ってございます。

いろいろ動向等を慎重に検討しながらというふうな形

になっていくかと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 この際、昼食のため休憩いたします。再開は午後１

時15分といたします。 

    午後０時04分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後１時05分   再開   

○委員長（大沢俊光君）  休憩前に引き続き委員会を

開きます。 

 審査を継続します。 

 ここで昨日の歳入１款市税の中の年少扶養控除への

答弁について訂正がありますので、これを許します。

勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  それでは答弁の訂正

をお願いいたします。 

 小野寺委員の年少扶養控除の廃止は国保税の算定に

影響があるかというご質問に対しまして、あると考え

るということでご答弁申し上げましたけれども、国保

税の算定には影響がないということで、ご訂正をお願

いいたします。 

 以上です。 

○委員長（大沢俊光君）  歳出11款災害復旧費、質疑

を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 12款公債費、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 13款諸支出金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 14予備費、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、歳出の質疑を終わります。 

 次に、財産に関する調書について、説明を求めます。

菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  それでは財産に関する調

書についてご説明申し上げます。 

 366ページ、367ページをお開き願います。 

 １固有財産（１）土地及び建物総括からご説明申し

上げます。 

 この表の区分の縦の欄中、本庁舎から公共用財産ま

でが行政財産、山林から雑種地までが普通財産でござ

います。 

 まず、土地でありますが、決算年度中増減高の合計
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欄、一番下の合計欄の左から２つめの数字になります

が、576平方メートルの減は消防防災資機材倉庫建設

用地等の取得、岩手県土地開発公社からの工業用地進

入路用地の寄附による増、並びに雑種地の売却、久慈

小学校用地の市道用地所管外による減によるものであ

り、決算年度末現在高の合計は2,222万2,389平方メー

トルとなっております。 

 次に、建物でありますが、367ページ、一番下の合

計欄の右から２つめの数字になりますが、木造及び非

木造をあわせた延べ面積の決算年度中増減高の合計で

は666平方メートルの減となっております。これは、

久喜地区消防屯所等の建築による増、並びに栄町地区

市営住宅等の解体撤去による減によるものであり、決

算年度末現在高の合計は22万6,241平方メートルとな

っております。 

 次に、386ページ、369ページになります。 

 このページはただいまご説明申し上げました土地及

び建物の総括表を行政財産及び普通財産ごとに分類を

したものであります。ただいまの総括表の説明でご了

承いただきたいと存じます。 

 次に、370ページ、371ページになります。 

 まず（１）イ山林普通財産でありますが、面積の決

算年度中の増減はございません。 

 次に、立木の推定貯積量でありますが、8,490立方

メートルの増は市有林現況調査結果等によるものであ

り、決算年度末現在高の合計は34万4,426立方メート

ルとなっております。 

 次に（４）物件でありますが、決算年度中の増減は

ありません。 

 次に（６）有価証券でありますが、決算年度中の増

減はありません。 

 次に、372ページ、373ページをお願いします。 

 （７）出資による権利でありますが、決算年度中の

増減はありません。 

 次に、347ページから、379ページまでの２物品は取

得価格80万円以上の重要物品につきまして、決算年度

中の増減高をあらわしたものでございます。決算年度

中において６点の増となり、決算年度末現在高は473

点となっております。 

 次に、380ページをお願いします。 

 ３債券でありますが、災害援護資金貸付金は東日本

大震災に伴う貸付及び償還により2,560万5,000円の増

となり、決算年度末現在額は2,813万5,000円となって

おります。地域総合整備資金貸付金は医療法人健生会、

北日本造船株式会社久慈工場及び中央介護センター有

限会社に対する貸し付けによるもので、新たな貸し付

け及び償還により１億6,030万6,000円の減となり、決

算年度末現在額は１億151万1,000円となっております。

なお、北日本造船株式会社久慈工場に対する貸付金は

決算年度中に全額償還されております。 

 下水道事業受益者負担金及び漁業集落排水事業分担

金においての決算年度末現在額は、下水道事業受益者

負担金は3,806万1,000円、漁業集落排水事業分担金は

55万4,000円となっております。 

 医師養成奨学資金貸付金は久慈市国民健康保険山形

診療所に従事する医師に対する貸し付けによるもので、

決算年度末現在額は2,040万円となっております。 

 次の医師滞在等資金貸付金は岩手県立久慈病院に従

事している医師に対する貸し付けによるもので、決算

年度末現在高は1,000万円となっております。 

 次に、４基金であります。 

 決算年度中に増減のありました基金についてのみご

説明いたしますが、まず（１）財政調整基金は3,376

万9,000円を積み立てし、決算年度末現在高は11億

2,644万3,000円となっております。 

 次に（２）被災管理基金でありますが、209万円を

取り崩し決算年度末現在高は１億1,397万8,000円とな

っております。 

 （３）土地開発基金でありますが、別に配付してお

ります定額の資金を運用するための基金の運用状況に

よりご了承願います。 

 次に、381ページになります。 

 （４）東日本大震災復興基金及び（５）東日本大震

災復興交付金基金でありますが、それぞれ３億7,449

万4,000円、９億6,069万2,000円を決算年度中に積み

立てしております。 

 （６）ふるさと活性化創造基金でありますが、790

万6,000円を取り崩し、決算年度末現在高は２億6,054

万2,000円となっております。 

 （７）地域コミュニティ振興基金でありますが、１

億76万9,000円を積み立てし、決算年度末現在高は６

億435万5,000円となっております。 

 （９）国民健康保険診療施設財政調整基金でありま

すが、1,000円を積み立てし、決算年度末現在高は84
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万5,000円となっております。 

 次に、382ページをお願いします。 

 （10）国民健康保険高額療養資金貸付基金、（11）

福祉医療資金貸付基金及び（12）応急生活資金貸付基

金でありますが、別に配付をしております定額の基金

を運用するための基金の運用状況によりご了承願いま

す。 

 （13）長寿と健康のまちづくり基金でありますが、

1,080万3,000円を取り崩しし、決算年度末現在高は

1,185万円となっております。 

 （14）介護保険高額サービス資金貸付基金でありま

すが、別に配付しております定額の資金を運用するた

めの基金の運用状況によりご了承願います。 

 次に、383ページをお願いします。 

 （16）肉用繁殖牛特別導入事業基金でありますが、

別に配付しております定額の資金を運用するための基

金の運用状況によりご了承願います。 

 （18）魚市場建設基金でありますが３万5,000円を

積み立てし、決算年度末現在高は1,690万4,000円とな

っております。 

 次に、384ページになります。 

 （21）奨学金貸付基金でありますが、別に配付して

おります定額の資金を運用するための基金の運用状況

によりご了承願いたいと存じます。 

 （22）学校施設整備基金でありますが、216万7,000

円を決算年度中に積み立てしております。 

 （24）岩手県収入証紙購入基金でありますが、別に

配付しております定額の資金を運用するための基金の

運用状況によりご了承願いたいと存じます。 

 以上で、財産に関する調書の説明を終わります。 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大沢俊光君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、認定第１号の質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。 

 認定第１号「平成23年度久慈市一般会計歳入歳出決

算」は認定すべきものと決することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○委員長（大沢俊光君）  起立多数であります。 

 よって認定第１号は認定すべきものと決しました。 

 この際、都合により副委員長と交替させていただき

ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副委員長（藤島文男君）  委員長と交替し、副委員

長藤島文男が進行してまいります。よろしくお願いい

たします。 

 それでは、審査を継続します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第２号 平成23年度久慈市土地取得事業

特別会計歳入歳出決算   

○副委員長（藤島文男君）  認定第２号「平成23年度

久慈市土地取得事業特別会計歳入歳出決算」を議題と

いたします。 

 歳入、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（藤島文男君）  質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（藤島文男君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。 

 認定第２号「平成23年度久慈市土地取得事業特別会

計歳入歳出決算」は認定すべきものと決することにご

異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（藤島文男君）  ご異議なしと認めます。 

 よって認定第２号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第３号 平成23年度久慈市国民健康保険

特別会計歳入歳出決算   

○副委員長（藤島文男君）  認定第３号「平成23年度

久慈市国民健康保険特別会計歳入歳出決算」を議題と

いたします。 

 事業勘定歳入、質疑を許します。小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  ２点お聞かせください。 

 国保税に関わって、所得が少ないということで減額

はわかりますけれども、免除になっている世帯数はあ

るか、ないか。あるとすれば何世帯ですか。それが第

１点。 

 それから、ちょっと手元に、私にはなくてお伺いし

ますが、国保税加入世帯の所得階層別で所得なし層が

何％で、所得33万円以下の世帯がそれぞれ何％なのか。 

 その２点をお聞かせください。 
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○副委員長（藤島文男君）  中務税務課長。 

○税務課長（中務秀雄君）  平成23年度におきまして

は、いわゆる震災の関係で所得減少ということで減免

措置については５件ございました。 

 次に、所得階層のご質問がございました。 

 平成23年度末で所得なしが28％、33万円以下が

9.2％という状況でございます。 

 以上です。 

○副委員長（藤島文男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  災害関係で減免が５件っていいま

したか。原因はわかりますが、免除そのものはあるん

ですが、５件のうち免除は何世帯ですか。 

○副委員長（藤島文男君）  中務税務課長。 

○税務課長（中務秀雄君）  免除ということで100％

ということでございますが、それはございません。 

○小野寺勝也委員  ないですね。 

○税務課長（中務秀雄君）  はい。 

○副委員長（藤島文男君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、直営診療施設勘定歳入、質疑を許します。 

    〔発言する者あり〕 

○副委員長（藤島文男君）  失礼しました。訂正、第

３号の歳出、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（藤島文男君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、直営診療施設勘定歳入、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（藤島文男君）  質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  １点お聞かせください。 

 診療所、医療機関ですね。この物品といいますか、

いわゆる資材の購入には消費税がかかっていますよね。

しかし、医療機関の場合に料金に消費税を転嫁する法

等はないということで資料をいただきましたけれども、

診療所で昨年436万円の消費税をかぶっているという

ことで、これはまさにかぶりっ放しでよそに転嫁でき

ないって、そういう制度上の問題がありますよね。私

どもは消費税そのものはどうかっていう批判的見解を

持っているわけですが、少なくともこの消費税のこう

いう医療機関等については税率をゼロにするというふ

うにすれば、この負担した、かぶったぶんを差っ引き

ができるということになるわけです。少なくともそう

いうゼロ率に医療機関ですね、求めるべきだと。これ

は単に診療所のみならず医療機関すべてがそうなんで

すよね。これは大変な負担増になってそれぞれの運営

にも支障をきたすような事例も聞くわけです。そうい

う点でゼロ率へ少なくとも求めるべきだというふうに

思いますが、いかがでしょう。 

○副委員長（藤島文男君）  上有谷国民健康保険山形

診療所事務長。 

○山形診療所事務長（上有谷満君）  ただいま委員ご

指摘のとおり、確かに消費税につきましてはうちのほ

うで資材購入等にかかる分については消費税をお支払

いして、患者様から診療代金といいますか、料金等を

もらう場合には非課税ということでその分かぶってい

るということでございますが、まさしくこの消費税が

資材にもかからなければ、当然その分の収入、診療所

の収入もふえるのだろうなとは思っておりますが、あ

とは制度上の問題もございますので、願わくばそのよ

うにしていただきたいというのが実感でございます。 

 以上です。 

○副委員長（藤島文男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  その思いは同じだっていうのはわ

かりました。 

 ですが、少なくともね、税率をゼロ％にしてくれと

いうことになればね、還付措置されるわけですよね。

少なくともそういうことを政府をはじめ関係機関に要

望をするお考えはあるや、なしや。いかがですか。 

○副委員長（藤島文男君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  今、小野寺委員から

お話のあった消費税についてでございますけれども、

これからかけない、かけるっていうか、減免する、し

ない。そういったものについて、国において話し合い

が行われるやに聞いておりますので、その動向等を注

視しながら見てまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○副委員長（藤島文男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  現行でもそういうかぶっているわ

けですよね。８％と10％というのは今後の日程上ある

わけですけれども、少なくとも８％になる、10％にな

るという段階、これはなくせば一番いいわけだけれど

も、少なくとも医療機関にそういうマイナス面を負っ

ているわけですから、今からそういう改善方をやっぱ

り要請すべきではないでしょうか。部長、再度。 

○副委員長（藤島文男君）  勝田市民生活部長。 
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○市民生活部長（勝田恒男君）  ただいまのご質問に

お答えをいたします。 

 国においてこれから非課税品目とかそういったもの

を決めていくというような情報もございますので、そ

れを見ながら対応してまいりたいというふうに考えて

います。 

○副委員長（藤島文男君）  審議を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。 

 認定第３号「平成23年度久慈市国民健康保険特別会

計歳入歳出決算」は認定すべきものと決することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○副委員長（藤島文男君）  起立多数であります。 

 よって認定第３号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第４号 平成23年度久慈市後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算   

○副委員長（藤島文男君）  認定第４号「平成23年度

久慈市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算」を議題

といたします。 

 歳入、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（藤島文男君）  質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  この後期高齢者、75歳以上ですね、

特定健康診査、特定健診、これを対象外にしているっ

ていうのはなぜですか。 

○副委員長（藤島文男君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  ただいま、資料を取

り寄せてご答弁をさせていただきたいと思います。 

○副委員長（藤島文男君）  蒲野市民課長。 

○市民課長（蒲野喜美男君）  平成23年度におきまし

て、この決算書上にはあらわれてきてはおりませんけ

れども、広域連合、後期高齢者医療広域連合、要する

に岩手県全体でやっている組織のほうで実施しており

まして、平成23年度の実績につきましては、主要施策

をご説明する書類の23ページのほうに後期高齢者健康

診査というふうなことで実施しておりますので、ご理

解お願いしたいと思います。 

 以上です。 

○副委員長（藤島文男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  もう一つ。実は後期高齢者医療制

度が始まったと同時に、高齢者の病院からなるべくご

遠慮願うというような発想だったと思うんですが、療

養病床が大幅に削減をされてきていると思うんですね。

確か当時でこの管内で147床あったと思うんですが、

現在どういう状況になっていますか。 

○副委員長（藤島文男君）  砂子健康福祉部長。 

○健康福祉部長（砂子勇君）  介護保険の制度に関わ

っての介護療養病床という視点につきましては、これ

までの厚生労働省の検討の中で廃止の方向が一旦示さ

れたわけでございます。そういった中で実態等々から

勘案いたしまして、これはこの廃止の考え方について

は当面の間延長されているところでございます。 

 今、実際の病床数についてはちょっと手元に資料は

ございませんけれども、実際あるのは久慈恵愛病院の

病床がございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（藤島文男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  確かに医療療養病床については当

初は６割減ですか。それから介護療養病床については

全廃ということが当初示されたと思うんですね。とこ

ろが、それがまさにお年寄りを医療機関から締め出す

ものだということで大変な指摘を受けて、今、部長が

答弁されたちょうに若干修正をしたという流れでした

よね。 

 そうすると、147床あるんだが、現在何床になって

いるかっていうのはわかります。 

○副委員長（藤島文男君）  砂子健康福祉部長。 

○健康福祉部長（砂子勇君）  現在の病床数につきま

しては資料を取りよせてご説明申し上げます。 

○副委員長（藤島文男君）  暫時休憩いたします。 

    午後２時42分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後３時00分   再開   

○副委員長（藤島文男君）  再開いたします。 

 審議を継続いたします。 

 砂子健康福祉部長。 

○健康福祉部長（砂子勇君）  大変失礼いたしました。

療養型の病床でございますが、現時点19床でございま

す。 

○副委員長（藤島文男君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 
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 それでは、採決いたします。 

 認定第４号「平成23年度久慈市後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算」は認定すべきものと決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○副委員長（藤島文男君）  起立多数であります。 

 よって認定第４号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第５号 平成23年度久慈市介護サービス

事業特別会計歳入歳出決算   

○副委員長（藤島文男君）  認定第５号「平成23年度

久慈市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算」を議

題といたします。 

 歳入、質疑を許します。小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  １点お聞かせ願います。 

 この介護サービスで生活援助について過般も触れた

んですが、45分、60分の区分けが45分に短縮されて、

介護報酬でも上限の2,910円から2,350円と一式下げら

れたままだと。ところが、これも政府は一律に時間を

短縮することはないよというんだけれども、今述べた

介護報酬を加算するとはいっていないんですね。結局、

介護されるほうの事情を勘案して時間延長してやって

も、それは事業者のサービス労働っていいますか、に

なってしまうという状況があるようです。実際、久慈

市等において時間短縮に伴う自己負担という延長とか、

あるいは時間短縮に伴うような改善方の要望等は出て

いませんか。 

○副委員長（藤島文男君）  鹿糠沢介護支援課長。 

○介護支援課長（鹿糠沢君）  ただいまのご質問にお

答えいたします。 

 当市では直営でヘルパーステーション、それから訪

問看護ステーション、これらを直営で運営しているわ

けでございますが、今般の改正によりまして、４月か

ら委員おっしゃいますとおり、サービスの時間短縮等

がございますが、半年間経過いたしまして当事業所の

中ではサービス低下を招くような状況というのは出て

おりません。しかしながら、実際に働いておりますヘ

ルパー等におきましては、サービス低下を招かないよ

うにするような格好で動いておりますので、そちらの

ヘルパー等にしわ寄せが少しあるのかなというふうな

状況で認識しております。 

 以上でございます。 

○副委員長（藤島文男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  今、答弁いただいたとおりだと思

うんですよね。 

 そこで、やっぱりいつまでもそういう従事者等、あ

るいは事業所の負担増でそのままにしておくわけには

いかんというふうに思うんです。そういう点ではやっ

ぱり、この時簡短縮の問題は全国的にもいろいろ問題

を生じさせているようであります。そういうことから

すれば、やはりこの改善方を国に要望すべきだと思う

んですが、その点いかがでしょう。 

○副委員長（藤島文男君）  砂子健康福祉部長。 

○健康福祉部長（砂子勇君）  介護保険制度の運営等

につきましては、これまでは全国市長会を通してきま

して、先の一般質問でもご質問等もございましたが、

処遇改善等々を含めたさらに公費負担等の軽減といい

ますか、こういったもの。それから、介護保険料が著

しく増高しないような制度運営、制度設計について、

全国市長会等を通じてこれまでも要望しているところ

でございます。 

 ただいまの点につきましては、これは全般的な介護

保険制度の中で検討されるべきものだと考えておりま

して、それらにつきましては、今、申し上げました視

点等を含めて検討すべきものと。従前からはこういっ

た視点からは要望してきているというものであります。 

○副委員長（藤島文男君）  質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  施設に関わってですが、管轄は久慈

市の管轄ではないかもしれませんが、津波が襲来した

地域、久慈湊の狭い橋がありますが、あの久慈掘り込

み港湾側にポルトデイサービスセンターっていう施設

が今建築されつつあるんですが、11月開設というよう

なことの看板が設置してありました。津波のデータを

見ますと0.5メートル未満のすぐ脇に立っているんで

すけれども、建設は久慈市の管轄じゃないのかもしれ

ませんが、こういった危険な箇所にお年寄りのデイ

サービスセンターが設置されること等について制約が

ないのかどうか、その点を承知しているのか、お聞か

せください。 

○副委員長（藤島文男君）  砂子健康福祉部長。 

○健康福祉部長（砂子勇君）  ただいまのお話がござ

いました件につきましては、情報としては私どもも承

知しております。また、もちろんあの辺を通った際に
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も建設中であるっていうのは承知しているところでご

ざいます。 

 今もお話がございましたとおり、このデイサービス

につきましては、この整備あるいは事業の認可等々は

県の所管でございます。この事業の認可及び指導監督

等を含めまして。こういった点から、市のほうをこの

書類が経由するという仕組みではございません。 

 また、今もお話がございましたけれども、この制限

というようなお話がございましたけれども、この施設

の運営等々につきましては、厚生労働省の省令で定め

がございます。これにつきましては、設備面あるいは

人員面、さらにはその中に事業者の緊急時の対応、こ

ういったものも計画を策定するというふうになってご

ざいます。 

 こうしたことから、事業者が避難マニュアルを策定

する、あるいはこの実践といたしまして避難訓練等を

実施するというふうなことは省令の中で定められてい

るところでございます。 

 今も申しましたように、この整備そのものにつきま

しては、運営も含めですが、県の所管でございますの

で、この事業認可申請が事業者から県のほうに出され

た段階ではこれは適切な指導があるものと考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（藤島文男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  確かに県が窓口だというのは承知し

ておりますが、ところが先ほど問い合わせたところ、

中止の通知があったと。しかし、今回建っていること

についての説明は全くなかったっていうのを担当者か

らも聞きました。そういった意味ではこれから調査を

するという県の対応でした。 

 だから、非常に今言ったような手続きがきちんとさ

れていたかどうか、私も今の状況ですと県の担当者か

らは中止する通知はあったけれども、再度やるという

ことについてはきていないということでしたよ。 

 したがって、今るる省令とかあってその安全が確保

されるんであればっていう答弁がありましたけれども、

ここは完全に、まさに今回の津波でももうすぐ場所に

きているし、当然例えば三陸沿岸の久慈沖から出たら

またたくまに来てしてしまうという状況の中で、お年

寄りが多数集合している状況の中でいつ津波がくるか

わかんないわけですよ。日中来ることも限ってないし、

夜中に来るかもしれませんよ。その場合にいくら人数

を送ったって、そんなどこの施設を見ても１人、２人、

３人とやはり厳しい人数が配置されていますよね。 

 こういう客観的に見て安全だと思えんところにこう

いうふうな施設を建てることについて、市とするなら

やはりきちっと意見を申し上げる場所、あるいは県と

連携していかがなのかっていう形の行政指導も含めて

県との連携をとりながら対応するべきではないでしょ

うか。久慈市民の皆さん、お年寄りがここにどの程度

どう行くか、これはわかりませんが、11月開設ってい

う看板が出ているんですよ。市としても県と連携しな

がら調査をした上でいろんな対応をしていただきたい

んですが、いかがですか。 

○副委員長（藤島文男君）  砂子健康福祉部長。 

○健康福祉部長（砂子勇君）  事業内容等々につきま

しては、現段階私どもも詳しくは承知していないとこ

ろでございます。また一方、県振興局が直接的に所管

するわけでございますが、事業計画書が現段階まだ提

出もされていないというような情報も得ております。

これは事業開始前に出して、それが所轄庁であります

県のほうで認可を出すわけでございますけれども、た

だいまの点については詳しく現段階では協議した経緯

はもちろんございませんけれども、そういった情報の

共有の中で振興局とは協議してみたいと。ただ、今先

ほど申し上げましたとおり、この許認可等々、あるい

は指導監督については県の権限でございますので、そ

の立場も当然踏まえなければならないと思っておりま

すので、この件についてはご理解をお願いいたします。 

○副委員長（藤島文男君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。 

 認定第５号「平成23年度久慈市介護サービス事業特

別会計歳入歳出決算」は認定すべきものと決すること

にご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（藤島文男君）  ご異議なしと認めます。 

 よって認定第５号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第６号 平成23年度久慈市魚市場事業特

別会計歳入歳出決算   

○副委員長（藤島文男君）  認定第６号「平成23年度

久慈市魚市場事業特別会計歳入歳出決算」を議題とい
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たします。 

 歳入、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（藤島文男君）  質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（藤島文男君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。 

 認定第６号「平成23年度久慈市魚市場事業特別会計

歳入歳出決算」は認定すべきものと決することにご異

議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（藤島文男君）  ご異議なしと認めます。 

 よって認定第６号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第７号 平成23年度久慈市漁業集落排水

事業特別会計歳入歳出決算   

○副委員長（藤島文男君）  認定第７号「平成23年度

久慈市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算」を議

題といたします。 

 歳入、質疑を許します。梶谷委員。 

○梶谷武由委員  331ページの漁業集落排水のこの分

担金のことですが、収納率が非常に低いですが、これ

は震災による影響等があるのかどうか、この低い理由

についてお伺いします。 

○副委員長（藤島文男君）  藤原下水道課長。 

○下水道課長（藤原和幸君）  漁集の分担金収納未済

額についてのご質問にお答えします。 

 収納率ですけれども、調定額が166万2,400円、収入

済額が132万6,200円ということで収納率が79.78％に

なっております。この収納率の低い理由ですけれども、

低所得者、高齢者世帯などが経済的な理由の方で６人

の方が金額割合で20.9％、また納付意識が低い方が１

名で、金額割合で4.6％、分納誓約等による分割納付

中の方が23人で53.2％、死亡、居所不明の方が交渉不

能で７人で23.1％となっておるところでございます。 

 対策といたしまして、水洗化の工事とあわせて今後

も下水道の啓蒙啓発を進めながら、個別訪問により分

担金の制度説明をし、趣旨をご理解いただくよう努力

し、収納率アップにつなげてまいりたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○副委員長（藤島文男君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  下水道関係の場合だと90％を超えて

いるわけで、その漁業集落排水の場合で10％以上とい

うことから私は震災の影響があってかなというふうに

も考えてたんですが、その震災の影響というのは特に

ないという理解でよろしいですか。 

○副委員長（藤島文男君）  藤原下水道課長。 

○下水道課長（藤原和幸君）  震災の影響も少なから

ずあったと思いますけれども、そういう方々からは分

割納付ということで23人おりますけれども、今分割納

付中ということでございます。 

 以上です。 

○副委員長（藤島文男君）  質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。泉川委員。 

○泉川博明委員  336ページです。漁業集落排水事業

についてでですが、小袖地区の漁業集落排水事業の整

備が昨年の３・11ですね、東日本大震災で終末処理場

が甚大な被害を受け、当初の計画より１年ほどおくれ

ていた供用開始も済ませ、利用をしているところでご

ざいますが、現在の利用している世帯数は何戸で、ま

たその進捗状況についてどのように捉えているのか、

お伺いいたします。 

○副委員長（藤島文男君）  藤原下水道課長。 

○下水道課長（藤原和幸君）  資料を取り寄せて答弁

したいと思います。 

○副委員長（藤島文男君）  藤原下水道課長。 

○下水道課長（藤原和幸君）  先ほどの小袖地区の件

ですけれども、申請が36件、開始が28件でございます。 

 以上です。 

○副委員長（藤島文男君）  泉川委員。 

○泉川博明委員  供用開始から若干何かこの普及がお

くれているような感じがしておりますけれども、ご答

弁は要りませんが、これから何地区かで漁業集落の排

水整備事業が計画されておりますが、快適な生活環境

づくりのためにも、円滑な普及に向け鋭意努力してい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○副委員長（藤島文男君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。 

 認定第７号「平成23年度久慈市漁業集落排水事業特

別会計歳入歳出決算」は認定すべきものと決すること
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にご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（藤島文男君）  ご異議なしと認めます。 

 よって認定第７号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第８号 平成23年度久慈市公共下水道事

業特別会計歳入歳出決算   

○副委員長（藤島文男君）  認定第８号「平成23年度

久慈市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算」を議題

といたします。 

 歳入、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（藤島文男君）  質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。砂川委員。 

○砂川利男委員  359ページ、13節下水道の徴収済委

託料の取り組みのこの中身について教えていただきた

いです。 

○副委員長（藤島文男君）  藤原下水道課長。 

○下水道課長（藤原和幸君）  13節委託料の中身でご

ざいますが、電算処理委託癩癩 

 失礼いたしました。下水道使用料徴収事務委託料の

中身でございますが、これは下水道の下水道料金を水

道事業所に徴収事務を委託しているものでございます。 

 以上です。 

○副委員長（藤島文男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  ８節の受益者負担金一括納付報奨金

なんですけれども、この受益者イコール下水道接続世

帯かと思うんですが、現在、この下水道接続をされて

おる世帯数は幾らですか。 

○副委員長（藤島文男君）  藤原下水道課長。 

○下水道課長（藤原和幸君）  接続している世帯数は

2,502世帯です。 

 以上です。 

○副委員長（藤島文男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  この公共下水道のエリアの問題です

が、今、例えば寺里でいうと信号のちょっと手前まで

いってるんですが、いわゆる久慈高校の通りの大成橋

通りまで拡張するお考えをお持ちなのかがどうかが一

つ。 

 それから、確か梅ヶ丘団地、萩ケ丘団地も私以前合

併浄化槽云々で申し上げた時期があったんですが、そ

うしましたら公共下水道の計画があるんだっていうこ

とでございましたが、あの高台の団地についてはいつ

ごろ実施区域に入ってくるのか。いわゆる計画区域か

ら実施の段階にいつの時点で入ってくるのか、お聞か

せください。 

○副委員長（藤島文男君）  藤原下水道課長。 

○下水道課長（藤原和幸君）  ただいまの件にお答え

します。 

 大成橋付近の認可区域は現在教員住宅がございます

けれども、その地区まででございます。 

 また、萩ケ丘、梅ヶ丘の天神堂地区につきましては、

梅ヶ丘地区については現在寺里地区を整備しています

けれども、それが終わり次第引き続き整備を図ってま

いりたいと考えております。 

 以上です。 

○副委員長（藤島文男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  梅ヶ丘について、寺里地域が終わっ

ていくと入っていくっていうお話ですが、そうします

と先ほど位置指定道路の話もしたんですが、いわゆる

位置指定道路に管を埋め込まないと工事ができないわ

けです。その点、その道路整備と関わりなく地下茎を

使いますからいいということになるのか、その市道で

なくても位置指定道路を活用しての配管設備というこ

とになりますか。その点が１点。 

 それから、教員住宅までっていうことになりますと、

いわゆる堤防側にある教員住宅、あるいは県の合同庁

舎の官舎がありますが、あれまでなのか。いわゆる大

成橋通りの両側に久慈高校もあって住宅が連たんして

信号まであるんですけれど、あの地域への拡大につい

てはまだ検討に入っていないのかどうかをお聞かせく

ださい。 

○副委員長（藤島文男君）  藤原下水道課長。 

○下水道課長（藤原和幸君）  梅ヶ丘団地の整備につ

きましては、今お話いただきました民地の道路になり

ますけれども、それらを活用いただきながら整備する

ことになります。 

 また、堤防沿いの教員住宅までかということですが、

その堤防沿いの教員住宅の地区までの整備予定でござ

います。 

 それから、大成橋から久慈高校沿いの道路まではこ

の認可区域内の整備状況を見ながら進めてまいりたい

と考えております。 

 以上です。 
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○副委員長（藤島文男君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。 

 認定第８号「平成23年度久慈市公共下水道事業特別

会計歳入歳出決算」は認定すべきものと決することに

ご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（藤島文男君）  ご異議なしと認めます。 

 よって認定第8号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第９号 平成23年度久慈市水道事業会計

決算   

○副委員長（藤島文男君）  次に、認定第９号「平成

23年度久慈市水道事業会計決算」を議題といたします。 

 決算報告書（１）収益的収入及び支出、質疑を許し

ます。髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  今、収入、支出というふうに申し

ました。 

○副委員長（藤島文男君）  はい。 

○髙屋敷英則委員  どちらでもいいんですが、決算書

の付属書類24ページの給水人口に関わって、給水内人

口は３万1,398人ですね。給水人口が３万805人、その

差は593。593名の方がこのいわゆる加入をしていない

という、そういう数字なわけでございますけれど、こ

の簡水に要するに未加入の方が新規に加入する場合に

はどういう手続きが必要で、手続きをしてからどれぐ

らいの期間で受給できるか。その点についてちょっと

お伺いしたいと思います。 

○副委員長（藤島文男君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  今、ご質問のあり

ました給水区域内人口というものは、現在水道の利、

使用ができる状況になっている区域内の人口が３万

6,310人。現在給水人口というのはその給水区域内の

中で現在給水をしている人口が３万5,138人というこ

ととなっておりまして、新規に水道を引っ張る場合に

は久慈市には指定水道工事店というものがございまし

て、そちらのほうに工事の依頼をしていただければ、

指定工事店のほうで水道事業所のほうに設計審査の申

請をしていただくことになります。設計審査の申請と

か、あと加入金の納付、そういうふうなことを行いま

して、工事が完成、その水道事業所のほうで設計審査

を承認して工事に取りかかり、完成いたしましたら完

成検査をしていただいて水道が利用していけるような

状態になるというような流れとなっております。 

 どれくらいの期間ということですけれども、簡単な

ものであればすぐに、１週間とか２週間で審査は終わ

るわけですけれども、複雑なものについては水理計算

等を伴いますので、それよりは若干時間がかかるかな

と。そういうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○副委員長（藤島文男君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  今の説明では指定業者に工事依頼

をしてという話で、その工事が終わってか入金とかそ

ういうものの納付がというお話ですけれども、いわゆ

る例えば、今、山形で行われている簡水工事ですね、

これは平成27年で一部供用っていうことになっている

わけですけれども、基本的にこの工事には未加入者は、

未加入者の工事っていうのは含まれていないと。現在

加入している世帯が対象の工事だっていうことになっ

ているわけでございますよね。現実に今加入をしてい

ない方がいらっしゃるんです。そういう方が今加入を

したいと。今回の工事が、立派な工事があるわけでご

ざいますので、自分もだんだん年齢を重ねてくると。

大変だっていうことで加入をしたいっていうふうな意

思表示をしているわけですが、現実は、例えばそれが

全部完成するまでっていうと平成30年ですか。平成30

年までは例えばその工事等は、その工事の中ではやら

ないっていうことなんで、それをやっている間は加入

できないっていうことになるのか。それとも、並行し

てその加入する世帯は世帯の工事をやって、それと並

行して大きな統合簡水の工事を行っていくっていうの

か。その辺のところをちょっと知りたいんですが。 

○副委員長（藤島文男君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  川井関小国統合か

ん水のことについてお答えいたします。 

 川井関小国統合簡水は今年度測量設計を行いまして

随時浄水場、ポンプ場等を整備していく考えでござい

ます。平成28年度には一部供用開始をしたいというこ

とで進めておりますが、現在工事の内容といたしまし

ては、現在給水区域になっている配水管、水道本管で

すね。水道本管が入っていて、その給水区域になって

いるところについては現在でも利用できるようになっ

ているわけですけれども、並行して利用できるという

ふうなことになっております。給水区域の拡大はこの
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計画には含まれていませんので、以上でございます。 

○副委員長（藤島文男君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  今のお答えは今回の工事の中には

当然含まれていないけれども、そういう方があった場

合には同時並行してそういう工事もできるっていう、

そういうお話でございました。 

○副委員長（藤島文男君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  失礼しました。今

現在給水区域内に存在して、給水区域内であればいつ

でも、今でも使えるわけですが、給水区域の拡大して、

例えば新規に配水管を整備してっていうことになりま

すと、それは今回の計画ではとりあえず考えてはおり

ませんが、ただご相談していただければ、例えばそん

なに経費がかからずに配水管整備をして効果も高いよ

と、そういう区域がもしあるのであれば、新規の配水

管も検討していかなければならないと考えております。 

○副委員長（藤島文男君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  そういう意味では給水区域内って

いうことは、現在配管がされている場所までというこ

とですね。川井の住宅の連たん地区の中で、その連た

んから端っこのほうが二、三軒外れていると思います。

そこには配管がしていないわけです。そして、配管さ

れているところの 後の家庭からそこまで大体100

メーターぐらいある。そこに２軒、３軒あるという、

こういう状態でそういう意味では給水区域外になるわ

けですけれども、そういうぽつんと離れていると。そ

この方々が今回のひとつのこういう工事っていうのを

きっかけにしてかん水に加入したいという意思表示を

しているわけですけれども、それは例えば今意思表示

をしておって、今の工事ではやれないんで、それが終

わってからそういう手続きをしたり、工事をしたりす

るのか。それとも、それは別個にそれとして今やって

いる工事は工事として新たに加入する工事は工事とし

て並行してやると。そういうことなのかっていうこと

です。 

○副委員長（藤島文男君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  川井地区のまだ水

道管が本管が通っていない地区ということだと、今、

お聞きしましたけれども、それについては場所的な、

地形的な問題もありますので、あと先ほども申し上げ

ましたように、採算等も考えていかなければなりませ

んので、給水区域に入っているかもしれませんので、

そこら辺は個別にちょっと相談していただきたいなと。 

 計画も今統合かん水をしておりますけれども、その

計画も全体を踏まえながら、計画の全体を考えながら

その区域が配水管整備をして、企業会計ですのである

程度経営が成り立っていくかどうかを勘案しながら、

それについてはご相談に乗っていきたいというふうに

考えております。 

○副委員長（藤島文男君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  ということは、場合によってはそ

ういう工事をやらないっていう可能性もあるっていう

ことですね。 

○副委員長（藤島文男君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  はい。一応企業会

計でございますので、あまりにも経費がかかる、例え

ば高いところで新規に加圧ポンプを工事しなければな

らないということになれば、ちょっと対応していけな

いかもしれませんので、そこらはまた相談していただ

きたいなと思います。 

○副委員長（藤島文男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  ちょっと不勉強なので恐縮ですが、

水道料金の滞納に関わって、いわゆる時効ですね。水

道事業は企業会計ということで２年ということですか。

そこで、その時効の２年を採用したのはいつからです

か。それが１点。 

 それから、この収入未済額2,931万2,764円。これは

世帯数、企業数、それぞれでいえばどれくらいになり

ますか。 

○副委員長（藤島文男君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  ちょっと収入未済

額の件数については今調べておりますが、まず時効で

ございますけれども、時効はおっしゃるとおり２年と

なっております。不納欠損に採用したのは平成18年か

ら採用してございます。 

○副委員長（藤島文男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  その時効が平成18年から２年にな

ったんだと。採用しているんだと。そうすると、平成

18年以前と平成18年以降で見た場合、不能欠損額の推

移っていうのは、傾向でいいです、どういうふうに推

移しているのか。傾向として細かい数字はいいですが、

どういうふうになっていますか。 

○副委員長（藤島文男君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  不納欠損のことで
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ございますが、ちょっと古いデータはございませんけ

れども、平成22年度は不納欠損は行いませんでした。

平成23年度は35件13万8,465円の不納欠損を行ってお

ります。 

○副委員長（藤島文男君）  答弁はもう終わりました

か。外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  すみません。先ほ

どの未済額の件数の内訳ですが、ちょっともうちょっ

と時間をいただきたいと思います。すみません。 

○副委員長（藤島文男君）  よろしいですか。質疑を

打ち切っていいの。 

 それでは、答弁保留中のところを残して、質疑は打

ち切ります。 

 次に（２）資本的収入及び支出、質疑を許します。

城内委員。 

○城内仲悦委員  このちょっと、いわゆる資本的収入

及び資本的支出総額２億5,108万8,842円になっていま

すが、この関係と損益計算書の減価償却費が２億

7,181万1,356円なわけですが、この関係の逆転が起き

ればこの会計上問題出てくるってことなのか、その認

識を教えてください。この関係、この補痾財源が減価

償却費の費用を活用するんじゃないかというふうに思

うんですが、そういうふうに理解してよろしいのか、

お聞かせください。 

○副委員長（藤島文男君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  資本的収入及び支

出の補痾財源の件でございますが、ここに書いてあり

ますように、過年度分収益勘定留保資金と当年度分の

消費税及び地方消費税の収支調整額で補痾してござい

ます。 

 この補痾の財源でございますが、ここに書いてある

損益勘定留保資金でございますが、現在４億5,000万

円程度過年度分の損益勘定留保資金がございます。こ

れがまず来年度以降も資本的収支及び支出の補痾財源

になっていくと考えております。 

○副委員長（藤島文男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  これがね、それが結局、これが間に

合わないとなると、このいわゆる資本的収入関係の事

業が補痾ですから、使わさることになりますよね。結

局財源がなければこの費用はなくなって、出てくるの

ですが、それと同時にこの減価償却費そのものについ

ては、そうするとどちらに積んでいることになるんで

すか。この損益決算書10ページの２億7,181万1,356円

というのは単年度の減価償却費っていうふうに見てい

いのか、これは累計なのか。単年度の損益計算書が出

てくる、損益計算書が出ていますから単年度分の減価

償却費というふうになるのか。これはどうなりますか。

償却費の中身。 

     〔発言する者あり〕 

○副委員長（藤島文男君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  はい、失礼しまし

た。今の損益勘定留保資金の財源でございますが、損

益計算書の減価償却費とか資産減耗費等がございます

が、こういうふうに支出を伴わない現金ですね、これ

は損益計算書のほうは単年度分の減価償却費でござい

ますが、こういうふうなものが過年度分の損益勘定留

保資金となって、これが補痾財源となっていくという

状況になりまして、以上でございます。 

○副委員長（藤島文男君）  よろしいですか。 

 質疑を打ち切ります。 

 次に損益計算書、質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  この損益計算書を見ると、単年度の

損失が出ていますけれども、この損失の原因、2,276

万8,731円出ていますが、その原因は、要因は何でし

ょうか。 

○副委員長（藤島文男君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  単年度損失の要因

でございますが、平成22年度は夏が暑くて結構水道水

が売れたっていうか、使用されたんですが、平成23年

度はそれほどそういうふうな水が出なかったと。あと、

震災による減免、約314万円の減免を行いましたが、

それとか、検満量水器平成22年度より平成23年度は

600万円ほど多くの検満量水器の委託を行っておりま

す。あと、一番大きいのは荷軽部簡易水道事業が平成

23年度供用開始になったことから減価償却費が3,000

万円ほど増加しているというような原因でございます。 

○副委員長（藤島文男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そうしますと（１）の収益的収入及

び支出の中で、ここで約1,000万円の赤字になってい

るんですね。ひとつもこれ、この全体の2,200万円の

うちの1,000万円はここから出ているっていうふうに

理解してよろしいですか。 

○副委員長（藤島文男君）  舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  まずおっしゃると
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おり給水収益が900万円ほど減少しておりますので、

半分くらいが給水収益の減少によるものと考えており

ます。 

○副委員長（藤島文男君）  質疑を打ち切ります。 

 ３番目の剰余金計算書、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（藤島文男君）  質疑を打ち切ります。 

 剰余金処分計算書、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（藤島文男君）  質疑を打ち切ります。 

 ５番目貸借対照表、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（藤島文男君）  質疑を打ち切ります。 

 外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  先ほど答弁を保留

しておりました収入未済額の件数でございますが、ち

ょっと内訳については集計しておりませんので、件数

だけお答えしたいと思います。2,306件となっており

ます。 

○副委員長（藤島文男君）  以上で、質疑を終わりま

す。 

 それでは、採決いたします。 

 認定第９号「平成23年度久慈市水道事業会計決算」

は認定すべきものと決することにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（藤島文男君）  ご異議なしと認めます。 

 よって認定第９号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    閉会   

○副委員長（藤島文男君）  以上で、本委員会に付託

された議案の審査は全部終了いたしました。 

 委員各位のご協力に対し、感謝を申し上げます。 

 これをもって決算特別委員会を閉会いたします。 

    午後３時47分   閉会   
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